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むつ市議会第１９３回定例会会議録 第６号

平成１９年９月１２日（水曜日）午前１０時開議議事日程 第６号

◎諸般の報告

【一般質問】

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）25番 川 下 八十美 議員

（２）12番 柴 田 峯 生 議員

（３）20番 横 垣 成 年 議員

（４）23番 斉 藤 孝 昭 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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説明のため出席した者
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（川端澄男） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は47人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（川端澄男） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

まず、本日予定しておりました大澤敬作議員の

一般質問については、９月11日の本会議終了後に

通告内容の全部を取り下げる旨の申し出がありま

した。議長において、これを許可しておりますの

で、ご了承願います。

次に、９月11日の佐藤司議員の一般質問におい

て発言のありました議事進行については、先ほど

開催されました議会運営委員会で協議した結果、

適切に処理されましたので、ご報告いたします。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（川端澄男） 本日の会議は議事日程第６号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（川端澄男） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、川下八十美議員、柴田峯生議員、横垣

成年議員、斉藤孝昭議員の一般質問を行います。

◎川下八十美議員

〇議長（川端澄男） まず、川下八十美議員の登壇

を求めます。25番川下八十美議員。

（25番 川下八十美議員登壇）

〇25番（川下八十美） ホップ、ステップ、ジャン

プ、この三段跳びで、市議会議員、議長、そして

市長へと大した大きなフライングもなくめでたく

第14代むつ市長に安着をされた宮下順一郎新市長

に対しまして、まずもって私は謝意を表するもの

であります。おめでとうございました。

政治は人なり、政治は人なりと言われます。ま

、 「 」た かつて 人間は人間にとってオオカミである

と言ったのは、17世紀のイギリスの政治哲学者、

トーマスホッブスであります。また 「窮鼠猫を、

噛む」ということわざがございます。昭和42年

10月、当時私は代議士の秘書をやっておりました

ので、東京や横浜市でも政治家になれたかもしれ

ませんけれども、やっぱり自分は生まれ故郷、ふ

るさとを愛するがゆえに、いても立ってもいられ

ず、代議士の慰留を振り切って第３回むつ市議会

議員選挙の３カ月前に帰省をして、27歳で市議会

議員に立候補させていただき、初当選をさせてい

ただきました。そのときの新人の議員は、30名の

うち９名おいでになりました。

振り返ってみれば、本当に懐かしい思い出が泉

のごとくこんこんとわき出てくるのであります

が、40年という月日の恐ろしさは大変なもので、

３月の定例会では、その同期の桜も私と杉山前市

長とのたった２人であったのであります。その杉

山前市長も、私とよきにつけあしきにつけ、３月

定例会では一般質問で激論を闘わせておったので

ありますが、去る５月31日、突如としてお見送り

してしまった私は、ただ一人この議場に残された

のであって、この私でさえも、図らずも寂しさが

わき出てならないのであります。しかしながら私

は、継続は力なり、継続は力なり、郷土むつ市の

ために政治の道一筋に生き、親愛なるむつ市民の
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ために私の一生をささげんと決意して帰省したそ

の初心を貫く決意だけはみじんも揺らぐことは断

じてないのであります。

私にとっては、今定例会が８期目任期の最後の

議会となりますけれども、一方宮下新市長にとっ

ては、臨時会はあったとはいうものの、実質的に

は初議会と言っても決して過言ではないのであり

ます この相対する記念すべきむつ市議会第193回。

定例会に当たり私は、市政の基礎である新市長の

政治姿勢についてを中心に、次の４項目９点にわ

たって、よく言われるカメの甲よりも年の功とい

う立場から一般質問をいたしますので、どうぞひ

とつ市長におかれましては怒らずに、建設的かつ

前向きなご答弁をご期待しておく次第でありま

す。

まず第１点目は、初議会でありますので、最も

大事な行政と議会の関係について基本的な考え方

をお聞きしたいのであります。私は、去る７月

30日、むつ市議会第142回臨時会におきまして、

市長の就任あいさつを拝聴させていただきまし

た。率直に言わせていただきますが、発言内容は

すこぶる立派ではございましたけれども、対議会

に対する対応としてはいささか不親切な点があっ

たことも事実であります。それは、議会での初め

ての就任あいさつであり、いわば所信表明であり

ますから、市長自らも原稿を用意されてごあいさ

つされておったわけでありまするから、我々議会

に対しても、きちんとその所信表明文をプリント

して提出することが親切というものではないであ

りましょうか。どうでありますか、副市長。

さて、質問の本旨である行政と議会との関係に

ついて、基本的な考え方についてでありますが、

最初の出発が大事でありますから、まず私のほう

の考え方を申し上げて市長の考えをただすのが、

それこそ礼儀であると存じまするから、あえて申

し上げさせていただきます。

昨今の世相は閉塞感に満ちあふれ、市の行政に

おいても厳しい財政事情があり、次の時代に備え

て根本的にどうあるべきかを真剣に考え、対応し

てまいらなければなりません。すなわち、行政が

一人でも多くの市民の協力や支援を得て、いわゆ

る市民総参加のもとで地域と一体となって取り組

んでいくことがますます重要になっていくものと

。 、推察されてならないのであります そのためには

私ども議会といたしましても、より豊かな住みよ

いまちづくりを目指し、開かれた議会となるべく

情報のディスクロージャー、いわゆる公開の原則

を常に心がけ、官と民とのかけ橋となることが最

も肝要であると痛感しておるものでございます。

幸いにも合併以来旧町村部には大変ご不便をお

かけしていたエフエムアジュール放送も、事業主

負担１割 あとの９割は市の補助金で 約7,500万、 、

円をかけて日本で初めての160メガヘルツを採用

し、９月１日から大畑地区を初めに、川内、脇野

沢を10月をめどにして放送エリアの拡大がなさ

れ、議会の生中継や再放送ができることになり、

市民の皆さん方に広く情報の提供ができまするこ

とは、まことに喜ばしい限りであります。

さて市長は、職員に対する初訓辞では４輪駆動

車に例えたと聞き及んでおるのであります。私た

ち議会も新しい市長をお迎えしたわけであります

から、私は議会と行政との関係を２輪車に例えた

いのであります。どちらが前輪か、こちらが後輪

かと、そういう立場ではなくして、絶対に夕張市

のようにパンクをさせることはできず、究極の目

的は新生むつ市の活力ある発展と市民の福祉向上

に尽きるのであります。しかるに、よりよい市政

の構築のためにお互いに議会と行政がそれぞれの

果たすべき役割を再認識し合い、是は是、非は非

としてお互いに激論を闘わせ、切磋琢磨し合って

こそ進歩発展、改革があり、２輪車の両輪となっ

て市民のためにともに歩むべきであろうと存ずる
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ものでありますが、市長、私の考え方は正論では

ないでありましょうか、いかがでございましょう

か。市長自身の行政と議会との関係についての基

本的考え方を承っておきたいのであります。

次に、市長選挙の総括をする意味で、２点につ

いて市長からお伺いをいたしたいのであります。

その第１点は、公開討論会についてであります。

このたびの市長選挙に当たっては、公開討論会む

つ代表田中浩一さんが呼びかけ人となって、告示

の前日である７月７日に開催する予定で、新しい

むつ下北のリーダーに聞きたいという企画がなさ

れておったことはご案内のとおりであります。と

ころが、あなたは、この討論会に不参加というこ

とであり、参加しない理由を新聞報道によれば、

公職選挙法の事前運動に抵触する懸念があるとい

うことでありました。そこでお聞きしたいのであ

ります。この新聞報道は事実でありましょうか。

どうでございましょう。もし事実であるとするな

らば、その根拠を示していただきたいのでありま

す。

また、主催者側に文書で欠席の通知をされたと

いうことでありますが、いかなる理由であったの

か、この際正確にその理由も明らかに願いたいの

であります。

加えて、この企画は６年前の市長選挙の際にも

全く同様の形式で実施されました。あなたが継承

する杉山前市長も出席されて開催され、市民の多

くからは、立候補者の比較検討が容易にでき、有

意義な討論会であったと高く評価されたものであ

りますが、あなたはこれをどうご説明なされるの

かお伺いをいたしたいのであります。

第２点目は、固定資産評価審査委員会の委員並

びに委員長の後援会会長就任についてでありま

す。私は、去る７月12日付で先ほどの公開討論会

の件とあわせてあなたとあなたの後援会長あてに

公開質問状を用意いたしておったのであります。

しかしながら、その直前に辞任されたとのこと。

また、本定例会で後任が私も同意をしたうえで決

定を見ましたことと、あわせまして私は朝起会、

すなわち倫理を学ばさせていただいておりますの

で、これ以上深追いすることは私の人間性が許さ

ないので、質問通告をいたしておりましたが、壇

上から割愛をさせていただきます。何とぞよろし

くお取り計らいのほどをお願い申し上げます。

次に、本庁舎移転問題についてお伺いをいたし

ます。このことについては、ご承知のとおり、平

成18年２月に、今は亡き杉山前市長が突如として

新聞報道に、倒産された旧アークスプラザへの移

転の意向を表明されたのがその始まりでありま

す。以来９月定例会では、合併した62名の現議会

で、29票対29票の可否同数となり、地方自治法第

116条第１項の規定によりまして、議長において

本件について採決されたのであります。それは、

言うまでもなく現状維持の原則を盾に、市長提案

に対する否の採決であったことは記憶に新しいと

ころであります。そのときの議長は、紛れもなく

現市長であることもまた紛れのない事実なのであ

ります。

私といたしましては、議会の長から行政の最高

責任者となられた市長の職務や政治姿勢につい

て、特に本庁舎移転問題についてはしっかりとチ

ェックして、議会人としての責務を全うするとい

うことは言うまでもないのであります。

そこで私は、極めて事務的に質問をいたしてま

いりますが、第１点目は、本庁舎移転基本計画審

議会のあり方についてであります。当審議会には

私たち議会は一人の委員も出しておりません。す

なわち、議会としては、これを拒否いたしておっ

たのであります。その中で、20名の委員の皆々様

方のご労苦に対しましては、私は心から感謝を申

し上げておる者の一人であります。だがしかし私

は、骨折り損のくたびれもうけにさせたくはない
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と存じますが、大変失礼ながら、答申の内容や議

事録を精査し、検討してみる限りにおいて、民意

の反映という観点からして、各分野における専門

家を招致しての公聴会等々が一度も開かれた形態

が見受けられないのが残念でならないのでありま

、 。 、すが いかがでございましょうか 審議会の機能

あり方について、納得のいくご説明を願いたいの

であります。

第２点目は、先ごろ行われた市内５カ所での市

民説明会についてであります。その１つは、純粋

な市民に対する初めての説明会に、何ゆえ町内会

長さんや行政連絡員等々に対して市長名で出席要

請をされたのでありましょうか。その２つには、

我々議会に対しても、説明会を設けたいというこ

とで議長を通して要請があったのでありますが、

我々会派代表者会議においては、これを議会とし

てお断りをさせていただきました。一体どういう

形式の説明会を意図しておられたのでございまし

ょうか。私は、非常に理解に苦しむものでありま

すが、議会に要請した説明会の本意についてお伺

いをいたしたいのであります。

第３点目は、東京電力からの寄附金の使途につ

いてであります。ご案内のとおり、東京電力と日

本原子力発電から合わせて15億円の浄財をいただ

きました。ありがとうございました。私は、この

使途について、東京電力は寄附の目的は庁舎移転

への協力資金であるということはよく承知をいた

しております。平成18年には、関根浜港の沿岸漁

業振興との趣旨をもって、両者から２億5,000万

円の浄財をいただいておることも事実でありま

す。しかしながら、これを機に関根浜関連漁協協

議会６単協も漁業振興資金ということで東京電力

との協議が始まり、東京電力から６億円の金額が

提示されたと聞いておりますが、いまだ妥結され

ていないことを市当局は知っておられるのであり

ましょうか。なぜ私がこのことを申し上げるかと

いえば、この漁業振興資金や庁舎移転への寄附金

の定義づけがきちんとしていない面が起因してお

るからであると私は言わざるを得ないからであり

ます。そこで、改めてお伺いをいたしますが、こ

の寄附金は一体全体一般寄附なのか、指定寄附な

のか、それとも地方自治法第96条の規定に定める

負担付き寄附なのか、はっきりと、きっちりとお

答え願いたいのであります。

加えて、東京電力は議会の議決が小差といえど

も過半数で可決ということであるから、市民の過

半数が移転に賛成ということだから寄附を決定し

たということであります。だがしかし、市長、私

、 、は常に主張しているとおり 地方自治法の第４条

議会の出席議員３分の２以上の特別多数議決がな

い限り位置の変更の条例は改正にならず、移転そ

のものも決定にならないということをご存じなの

でありましょうか。天下の東京電力といえども、

私はいささか疑問に思われてならないのでありま

す。そこで、市当局は大変大事なことであります

るので、この点を東京電力にどうご説明なされて

おるのかお知らせ願いたいのであります。

第４点目は、財政と電源立地地域対策交付金の

歳入不足の見通しについてであります。私から、

はっきりと結論から申し上げましょう。大間原子

力発電所、８月に着工ができませんでした、皆さ

ん 大間原子力発電所の中垣喜彦社長が 先月20日。 、

大間町を訪問されまして、それを正式に認められ

たのであります。そして、着工は９月以降という

ことでありますが、それさえもお先真っ暗、見通

し不透明であります。でありまするから、交付金

の歳入不足が生ずることは火を見るよりも明らか

ではございませんか。そこで、具体的に当初計画

の見通しと歳入不足の額の差はどのくらいの金額

に及ぶのか、数字であらわしていただきたいと思

うのであります。それがこれからの財政運営上に

どういった支障を来すのか、また庁舎移転にどう
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いった影響を及ぼすものなのか、及ぼさないもの

なのかもはっきりとご答弁願いたいのでありま

す。

第５点目は、これまた私はあえて庁舎移転のと

ころでとらえたいのであります。それは、柏崎刈

羽原子力発電所の教訓から、耐震上で中間貯蔵施

設の設計の見直しと着工のおくれはないのかとい

うことであります。平成17年11月に設立されたリ

サイクル燃料貯蔵株式会社は、既に国に対して事

業許可申請を提出したということであり、予定ど

おりとのことであります。本当に予定どおりであ

りましょうか。これについても私は、結論から申

し上げますが、2010年、平成22年12月の操業開始

のスケジュール計画には、青信号から注意信号黄

色、否赤信号がともったと断じても私は言い過ぎ

でないのであります。なぜならば、六ケ所での耐

震計算ミス、さらには大間原子力発電所は言うま

でもなく新耐震指針適用の第１号なのであります

よ、市長、ご承知のとおり。それにもかかわらず

国の安全審査は、今とまったままの状態であり、

だからこそ文字どおり８月の着工のおくれにつな

がっておるわけであります。ひとり我が中間貯蔵

施設だけがいまだ表面に出てきておりませんが、

原子力安全委員会での今後の見通しは全く不透明

であり、現在国の安全審査の段階がどこにおいで

になるのか、リサイクル燃料貯蔵株式会社からの

回答ではなく、国の安全審査委員会、いわゆる原

子力安全・保安院からの明確な回答を求めるべき

でありますが、いかがでございましょうか。

私が心配しておることが的中しなければよろし

いけれども、それこそ中間貯蔵施設に関する電源

三法交付金頼みの我がむつ市財政に、将来、否近

い将来に多大な影響を及ぼす、影響が出ることは

明白であります。だから私は、交付金の配分割合

が３分の１云々とか、あるいは県とフィフティー

・フィフティー云々とか、それだけではありませ

ん。市長、庁舎移転の是か非かといったような生

易しいものではなくなってしまいますよ。本当に

今こそ夕張市のように、むつ市が財政破綻をする

ような、その危機的状態にあるということの形勢

を私は促したいがためにこの庁舎移転との関連で

このことを一般質問いたしますので、正直にお答

え願いたいのであります。

結びに当たり、第４点目は観光行政について、

恐山冷水の湧き水を「不老長寿の水」として売り

出すことを提案したいのであります。こういう質

問や提案ばかりですと、実は本当に肩も凝らず、

、 。気張らずに 穏やかに提案もできるのであります

本当は、みんなからは川下は優しい男だと言われ

ているのですけれども、私も五臓六腑の血が騒ぐ

と興奮するものですから、お許しいただきたいの

でありますが、それはそれとして、我がむつ下北

には、春、夏、秋、冬、いわゆる春夏秋冬、四季

１年間にわたって自然の恵みが無限にそこには存

在してあるのであります。市長は、先日東奥日報

の塩越社長との懇談で、海峡サーモンやナマコ、

アカガイ、高原野菜、イチゴなど第１次地場産品

を自信を持って積極的に売り出す意欲的な発言を

されておられました。感動いたしました。そして

私は、恐山冷水の霊水を１杯飲むと10年、２杯飲

めば20年、３杯飲めば死ぬまで若くなるといった

キャッチフレーズでもって全国に、否世界じゅう

に売り出したら、すばらしいことだと私は常にツ

、 。ネと相談して 常にそう思っておるのであります

どうです、市長、真剣に考えてみませんか。私も

それなりのアイデアを持っておりますので、民間

活力を生かして本格的に取り組んでみてはいかが

でございましょうか。私は、心のしんからご提案

を申し上げますので、市長の前向きな決意のほど

をお伺いいたしたいのであります。

以上で私は壇上からの質問といたしますが、細

部については議席から再質問させていただきます
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ことを留保させていただきまして、建設的なやじ

と声援に心から感謝を申し上げ、私の壇上からの

一般質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。

〇議長（川端澄男） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 川下議員のご質問にお答え

いたします。

まず、ご質問の１点目、私の政治姿勢としての

行政と議会との関係における基本的考えについて

のお尋ねであります。憲法第93条において地方公

共団体には、法律の定めるところにより、その議

事機関として議会を設置することが義務づけられ

ております。議会の本質的な任務は、法的には当

該普通地方公共団体の意思表示の内容を決定する

ことにあると言われており、また議会はそれ以外

に２つの重要な任務をも持ち合わせております。

その第１は、執行機関の事務処理を監査する任務

であり、第２は一定の事項について意見を表明す

る任務であり、いずれも議会の民主的構成に着目

して与えられた任務であります。

一方、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図

ることを基本として、地域における行政を自主的

かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする

と地方自治法第１条の２にうたわれております。

このように、一方が議決機関であり、一方は執

行機関として相互の牽制と調和によって公正な行

政を確保することができるものであります。いわ

ば議会と執行機関との調和のもとに行政の円滑な

運営を可能ならしめるものであり、車の両輪とし

て行政をよりよい方向に導くため、活発な意見を

取り交わし、むつ市の発展に寄与することが両機

関の役割であると思っております。今ほど川下議

員から車の両輪というふうなお話がございました

けれども、まさしく私自身も川下先輩議員から議

員当時ご指導をいただいたごとく、そのとおり思

っておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。

次に、市長選挙の総括についてのご質問にお答

えいたします。まず第１点目の市長選挙での公開

討論会についてのお尋ねについてであります。川

下議員もご承知のとおり、公開討論会は立候補予

定者の政策や主張の違いを明確に有権者へ周知す

る場、また各立候補予定者の人柄を知る場となる

ものであります。しかしながら、公開討論会にお

いては、これが告示前に行われることから、公職

選挙法上あくまでも政治活動の範囲に限られ、公

約に関して有権者が質問することも、立候補予定

者が発言することもできないなど、さまざまな制

約があります。このように公開討論会における立

候補予定者の発言内容に制約があることに加え、

参加するに当たって事前運動に抵触しないよう慎

重に発言内容を精査するための準備期間が不足し

ていたこと、立候補者が最後まで流動的であった

ことなどを総合的に勘案し、告示日以降の選挙期

間中に公約及び政策を有権者の皆様へ訴えるほう

が得策と考え、今回の公開討論会に参加しないこ

とと判断したものでありますので、ご理解賜りた

いと存じます。

次に、本庁舎移転についてお答えいたします。

まず、審議会のあり方についてのご質問でありま

、 、すが 審議会は旧アークスプラザの取得を踏まえ

庁舎としていくための整備基本方針を基本計画と

してまとめていただく位置づけでございました。

本年の２月から開催し、６回にわたるご審議をい

ただいたわけですが、昨年の11月からそれまでに

寄せられた市民の皆様からのご意見や職員からの

職場要望等、その他の関係資料をもとにご協議を

いただき、庁舎エリア、開放エリアとも市民の皆

様の利便性に配慮した計画案の答申をいただけた

ものと評価しております。本来であれば、他の自

治体の例を見ましても、市民との協議を踏まえ、
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時間をかけ、庁舎建築計画をまとめ、段階を経て

土地の購入あるいは建物の建築へと進むものであ

りましょうが、当市の場合は破産物件の取得とい

う判断に急を要することが先にあり、基本計画が

後になったわけでありますが、今後とも基本計画

の趣旨を踏まえ、移転事業を進めていく所存であ

ります。

説明会の趣旨と意義につきましては、これまで

の他の議員からのご質問にお答えしたとおりであ

りますが、今回の説明会は市民の皆様に初めて直

接移転計画の概要をご説明する機会となったわけ

でありまして、当然ながら移転そのものに対する

ご意見も出るものと予想しておりました。ただ、

この基本計画がなければ、住民にどのように庁舎

としていくのかという青写真をお示しし、ご意見

を賜る機会をつくることもできなかったわけであ

りますので、審議会での答申を踏まえた基本計画

の移転に向けた姿勢の中でうたってありますよう

に、今後も基本設計、実施設計と進む間、さらに

実際に利用する立場の住民からのご意見を承りな

がら、さらに利用者しやすい庁舎としていく努力

が必要であると考えております。

次に、東京電力等からの寄附金の使途について

でありますが、この寄附金について、さきの市議

会の場で前市長は、地域振興の名目で庁舎を使い

やすいものにしていってほしいという意味の協力

金であるとしており、その趣旨からして、庁舎移

転に係る経費以外にこの寄附金を使うことは考え

、 。ておりませんので ご理解を賜りたいと存じます

次に、財政と電源立地地域対策交付金の歳入不

足の見通しについてお答えいたします。さきに何

名かの議員にもお答えしてまいりましたが、本庁

舎移転の財源として公共施設整備基金や合併特例

債などを活用し、庁舎移転に伴う財政負担を極力

回避する方策を尽くしておるところであります。

また、電源立地地域対策交付金の交付見込みにつ

いては、ご承知のとおり大間原子力発電所の着工

延期が去る８月20日に報道されております。これ

により今年度当初予算で見込んでおりました同施

設に係る原子力発電施設等周辺地域交付金相当部

分の交付額が約２億1,000万円減額になる見込み

になっております。さらには、再生法制の制定に

伴い、これまで以上の財政運営を強いられること

も十分肝に銘じております。しかしながら、効率

的かつ効果的な市政運営に取り組み、事務事業の

見直しを進め、赤字解消計画を着実に実行するこ

とで財政の健全化は図れるものと考えておりま

す。そのためには、今後も議会や市民の声を真摯

に受けとめ、市政に生かす努力を続けていくこと

が今後の私に課せられた役目であると考えており

ますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、このたびの新潟県中越沖地震に関連して

中間貯蔵施設の設計見直しと着工のおくれはない

かとのご質問にお答えいたします。昨年９月に発

電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の見直

しが行われておりますが、リサイクル燃料貯蔵株

式会社が本年３月に国へ提出した使用済燃料貯蔵

事業許可申請書におきましては、この新しい耐震

指針に対応した調査や解析を行っているものであ

ります。目時議員のご質問の際にも触れておりま

すが、今回の新潟県中越沖地震に関連して、昨年

９月に改定された新耐震指針のさらなる見直しの

要否につきましては、この地震の検証結果等を踏

まえ、専門家の意見を参考にして適切に判断した

いという原子力安全委員会のコメントもあり、リ

サイクル燃料貯蔵株式会社においても注視してい

くと伺っております。

また、スケジュールにつきましては、このたび

の地震に係る新しい知見や国からの新たな指導等

があれば、安全審査への影響が出る可能性も考え

られますが、現段階においては平成22年の操業開

始という予定に変更はないと伺っております。
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次に、恐山冷水の湧き水を「不老長寿の水」で

売り出すことを提案することのご質問にお答えい

たします。ご質問の冷水のそばに設置されており

ます案内板には 「霊場恐山は貞観四年慈覚大師、

開山山道ひば原始林の実から霊水噴きいで その

冷水なる水は不老水ともうたわれ 登山する人を

喜ばせている」と表示されており、恐山を参拝す

る観光客は一度は立ち寄る場所であります。ご質

問にありますこの冷水はわき水であり、塩素消毒

された水道水とは違い、自然の水に近いものであ

ります。古くは、恐山参拝の際に参道を徒歩で登

った人々の休憩所として使われ、乾いたのどを潤

した場所だったと伺っております。現在は、季節

により雪解け水や雨水も混入することから、むつ

市では春先と恐山大祭の始まる７月に２度ほど水

質検査を行っておりますが、わき水とはいえ、安

、 、全安心を追求される今日では 源泉が特定できず

湧水量も多くないことから、商品としての提供は

難しいと考えており、議員のご質問はご提案とい

うことで検討させていただきたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（川端澄男） 総務部長。

〇総務部長（齋藤 純） 東京電力等からの寄附は

どういう寄附かということのご質問でございま

す。東京電力等からは、本庁舎移転のためと特定

しておりますので、指定寄附でございます。

以上でございます。

〇議長（川端澄男） 25番。

〇25番（川下八十美） 市長、私は初めての市長の

答弁ですので、もう少し早稲田の政経の市長さん

でありますから、ご期待を申し上げておったので

ありますが、まず前段のところ、行政と議会の関

係、私は実は先日８日の日に東洋大学の校友会が

青森市の椿館でありまして、そのときにたまたま

うちのほうの本部の常務から、2007年のいわゆる

大学入試における入試志願者、この40傑の一覧表

をもらったのでありますが、言うまでもなく早稲

田がトップであります。我が東洋大学は10番目で

ありました。東洋大学を中退して慶応に行かれる

人もおりまして、むつ市で早慶戦をやられるのか

なと思っておりましたのですが、その慶応が12番

目なのです。これは、志願者ですが、私が今市長

に言いたいのは、学閥だとかいろんなことは、こ

れはいろんなのがあるでしょうけれども、またい

い面があるのです。

私が今回行って感じたのは、木村太郎代議士は

もちろんでありますけれども、今回の青山祐治副

、 。 、知事56歳 東洋大学なのです こういう点からは

私は市議会議員ですけれども、やっぱりその場に

、 、 。なると 先輩 先輩と言われる気持ちは悪くない

だけれども、私はそれを言っているのではないの

です。やっぱりそういう１つの人脈を通じて、市

長はまだまだ55歳で若うございまするから、本当

は私はあなたに期待しているのです。そうしたと

きに、やっぱり議会の関係をきちっと把握して、

今まで議長をやられたわけでありますから、そう

いう点からくれば、議会を尊重するならば、今回

のいわゆる条例改正案も本定例会に提案するのが

。 、筋だと私は思っておったのです であるからこそ

私たちが議会と行政の関係を論ずるときに、私も

あなたも直接選挙によって選ばれている立場、だ

けれども、議会の議決がまだ残っているために、

それを待ち切れない市民からの直接請求が出され

たでしょう。これは、市民の権利ですから、私さ

えもこれを阻止するわけにはまいりません。

中間貯蔵施設のときの住民投票条例について

は、私も先行して反対しましたが、あのときは私

たちは議会で特別委員会をつくって、そして特別

委員会で妥当という結論を出していたから住民投

票条例には反対したのです。ところが、我々今議

会では、その意思表示はどこにも出ていない。で

すから、こういう直接請求が出ることは当然の至
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極です。この部分については、私も支持せざるを

得ない。混雑してきていますが、行政と議会の関

係への１つの例として、市長、この直接請求にど

う対応されますか。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 励ましの言葉もいただき、

、 。感謝を申し上げたいと こういうふうに思います

川下大先輩議員の期待に沿えるよう頑張っていき

たいと、こういうふうに思います。

それから、さまざまな人脈のお話もございまし

た。私も一生懸命これから人脈を広げ、行政にプ

ラスになるような形でその人脈を、また皆様方の

ご人脈もご協力をいただきながら頑張っていきた

い、推進していきたいと、こういうふうに思いま

す。

言うまでもなくこの住民投票の件、制度配置か

らいたしますと、今川下議員おっしゃるとおり、

市長も直接選挙、議員も直接選挙ということで、

二元的代表制度というふうなことでございます。

そこで、私はこの直接請求、住民投票の件、昨日

その仮請求についてお二人の方の選挙人名簿に掲

載されているかどうかをけさほど確認をして決裁

をしたところであります。今後その行方を見守っ

ていきたいということにさせていただきたいと思

います。

〇議長（川端澄男） 25番。

〇25番（川下八十美） 私の持ち時間がありますか

ら、庁舎移転のほうに主力を置きたいので、どう

ぞひとつ市長、本当に私はあなたを買っているの

です。私が預かっておる下北駅前整備促進特別委

員会、８回開きました。副市長以下の説明員であ

った。あなたが当選して来てくれた。私は、非常

にうれしかったです。私は、特別委員長だから言

うのではない。そういう姿勢が今後続く限りは、

恐らくあなたは２期まではやってください。３期

はやるなというのではないのです。私は、あなた

にむつ下北から国会議員になってもらいたいと思

っているのです。そういう方向でいけるように頑

張ってください。

それから、今の庁舎の件でございますが、その

中の市民に対する説明会、意義、趣旨については

今までの議員が質問しておりますから、私はここ

のところは壇上では発言しなかったはずです。私

が発言したのは、なぜ町内会長さん、民生委員さ

んをわざわざ市長名で招請かけたかということで

す。いわゆる国のタウンミーティング等いろいろ

問題がある。むつ市の行政連絡員のほとんどは町

内会長さんと兼務されておる。私は、統計的にも

。 。出しております 行政連絡員のほうが多いのです

行政連絡員は、最高で30万7,800円、最低で21万

。6,540円の年間の報酬をもらっている方なのです

ですから、私が言うのは、町内会長さんなら町内

会長さんの会で説明すればいいわけです。行政連

絡員は行政連絡員の会で説明すればいい。純粋な

市民に対する説明会であるならば、これはやっぱ

り市長から報酬をいただいておる行政連絡員と一

緒の形の説明会だと、これは本当の市民の声が出

ない。

出たとしても、どうです、この間の第１回目の

下北文化会館でやったときの説明会、私も出まし

。 。た 99％再検討を求める意見ではなかったですか

私は２回目も出た。大畑地区、脇野沢地区、川内

地区にも行きました。この町内会長さんの件で一

番、ああ、よかったなと思ったのは川内地区だっ

た。ある川内地区の町内会長さんが何と発言しま

したか。２年半たった今日でも、町内会長といえ

ども本庁舎、むつ市の庁舎に行ったのはたった１

遍だと言っているのです。川内庁舎で十分用事が

足りる。それだけではない、川内庁舎は、木材利

用推進中央協議会の会長賞を得られた立派な庁舎

になっているではありませんか。ですから、あの

１人の意見を聞いても、川内地区、脇野沢地区も
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そうではありませんでしょうか。本庁舎を移転す

る、新築する、改築するということに対しても、

町内会長さんでさえもああいう意見を持っておる

ということは、私びっくりしました。

あわせて市長、市長も議長のときに、この件を

我々議会では全員協議会では受けることがなじま

ないということで拒否してきましたでしょう。市

長になったら議会に対して説明したい。どういう

形でやらせるのですか。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず、川内町内会長さんの

川内地区での説明会の件についてお答えをいたし

ます。

１回しか本庁舎に行ったことがないというふう

なお話がございました。その際私は次のようにご

説明をしたように記憶しております。ちょっと言

葉がまたずれたりするかもわかりませんけれど

も。

私の趣旨といたしましては、今度の新庁舎、こ

のプロボーザルのこの画面をいただくように、庁

舎部分、そして開放エリア部分という形で、庁舎

部分はこれまでの要するに本庁舎の業務はそのま

ま継続して、そして市民の皆様方に利用しやすい

ようにバリアフリーだとか、そういうふうな部分

を考えていきます。しかしながら、開放エリア部

分に市民の皆様方が大いに集えるような場所、来

てみたいという、そういうふうな空間をつくりた

いということで本庁舎に１回しか来たことがない

という町内会長さんにもぜひそういう開放エリア

の部分を今後市民の皆様方と一緒にご利用してい

ただくような形でご提案をいただければという趣

旨のご説明を私したように記憶しております。そ

ういう意味で、その開放エリア部分、より多くの

市民の皆様方が活用できるようにしていきたい

と、こういうふうに考えております。

さらに、この説明会のご案内の件でありますけ

、 、 、 、れども 町内会長 民生委員 それから婦人団体

老人クラブ団体等の方々に多くのご出席をしてい

ただくように説明不足であったということを私は

否めないという思いで就任ただちに説明会を開催

することを指示し、そしてその説明内容等につい

ても、よりわかりやすいような形で、ビジュアル

に画面を使って説明するようにという指示をいた

したところであります。その説明会を開催するに

当たって、その説明内容を、私も議会人でありま

したので、その部分において住民説明会の内容を

事前に議員各位にご説明、要するにその説明会の

内容そのものをご説明をする場面をつくっていた

だきたいというふうに議会のほうに申し入れした

わけでございます。これまでやはり私議員当時も

説明不足ということは否めないと。ただし、きっ

ちりと議会に対し敬意を表し、そして説明会を開

催するに当たって、その説明内容をお伝えするの

が私のこれまで川下議員から、また諸先輩からご

指導いただいた議会尊重という思いでの、その行

為でございましたので、ご理解をいただけるもの

と存じ上げます。

〇議長（川端澄男） 25番。

〇25番（川下八十美） これから一番核心に触れて

いくところです。

総務部長、さっき総務部長は東京電力の寄附は

。 、指定寄附と言いましたですね 指定寄附であれば

万が一旧アークスプラザが庁舎にならなくても、

15億円は返さなくてもよろしいわけですね。

〇議長（川端澄男） 総務部長。

〇総務部長（齋藤 純） この寄附の内容につきま

しては、この庁舎移転が成就しなかった場合につ

いては、返還しなさいという条文になっておりま

せん。そうなりますと、先ほど市長が答弁いたし

ましたように、庁舎移転に係る経費以外にこの寄

附金は使えませんと言っていますので、そうなり

、 、 、ますと この寄附 残った５億5,000万円ですか
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それにつきましては宙に浮いてしまいます。

以上でございます。

〇議長（川端澄男） 25番。

〇25番（川下八十美） それを確認しただけでも大

変な収穫なのです、総務部長。地方自治法に定め

られた負担付き寄附、負担付き寄附だからこそ、

私たち議会の議決をさせたのではないのですか。

そうでなければ、いいのです、かえって。あなた

が言われるように、指定寄附の場合は議決の必要

がないのです。議決の必要はないということは、

返さなくてもいいのです。ここをはっきり。だか

、 。ら私は 庁舎は建てないというのではないのです

旧アークスプラザでなくても庁舎は建てなければ

いけない、現庁舎はああいう形で建てなければい

けない。これは有効に浄財をお使いしましょう。

ただ問題は、旧アークスプラザであるから問題が

あるということを市民の皆さん方や反対する議員

がそう言っておるのです。

だから、次に出てくる条例改正案、きのうも総

務部長の答弁で、行政実例、行政実例と言ってい

るでしょう。行政実例、昭和38年のこの行政実例

をあなたは言っているのでしょう。岩手県の総務

部長から出された行政実例、昭和38年、これは私

も持っています。

（ 34年」の声あり）「

〇25番（川下八十美） そのとおり、失礼。目が悪

くて。昭和34年、これ設問が違うでしょう、設問

が。時間がないから、設問の内容は申し上げませ

んけれども、私たちの現在の状況の移転の条例改

正案と、岩手県の総務部長から出された、行政課

長に出された設問の内容が違うでしょう。昭和

34年でしょう、しかも。どうです。時間がないか

ら言いますけれども。あなたは県の都市振興課と

か、私は総務省の自治行政局の行政課の指導も仰

いでいますよ。県なり国のご指導を仰いだのです

か、どうですか。

〇議長（川端澄男） 総務部長。

〇総務部長（齋藤 純） お答えします。

国・県の指導は受けてございません。きのう杉

浦洋議員の一般質問の中でもお答えしております

が、まず予算先議というものがございます。地方

自治法で申し上げますと、第222条に「地方公共

団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案

件があらたに予算を伴うこととなるものであると

きは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見

込みが得られるまでの間は、これを議会に提出し

てはならない」と。それを受けまして、当該議案

が予算を伴うものであるときは、必要な予算上の

措置が適確に講ぜられる見込みがない限り提出し

てはならないと。これは、昭和31年の行政実例で

もございます。そして、予算上の措置が適確に講

ぜられる見込みとは、当該案件に伴い、必要な予

算上の措置が具体的に明瞭にとられる見込みがあ

るということであり、関係予算案が議会に提出さ

れたときを言うと。適確に講ずるとは、当該条例

等の成立によって必要となる経費について、必要

にして十分な予算措置を言い、一部では適確では

ないと、こういう行政実例が出ておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（川端澄男） 川下八十美議員に申し上げま

す。

申し合わせの時間がもう過ぎておりますので、

ご協力のほどよろしくお願いします。25番。

〇25番（川下八十美） だから、私はおおむね１時

間ということで議会運営委員会にもお話ししてい

たとおりでありまして、これで終わります。そこ

の部分は後でゆっくりしましょう。

最後に観光行政のところで１つだけ。市長、合

併して２年６カ月たちました。最初の合併したと

きのむつ市の人口はどうですか、６万5,735人で

。 。す 現在８月１日付で2,337人減っているのです

毎月100人ずつ減っているのです。１日に３人ず
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つむつ市の人口が減っているのです、市長、私は

全部統計とっている。この歯どめは何か。こうい

った形でも、民間活力を利用した企業を、雇用の

場をつくらなければいけないでしょう。

時間がありません。もっともっと市長とやり合

いたい。13回目の選挙を戦ってきますから、待っ

ていてください。終わります。

〇議長（川端澄男） これで、川下八十美議員の質

問を終わります。

午前11時20分まで暫時休憩いたします。

午前１１時０８分 休憩

午前１１時２０分 再開

〇議長（川端澄男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎柴田峯生議員

〇議長（川端澄男） 次は、柴田峯生議員の登壇を

求めます。12番柴田峯生議員。

（12番 柴田峯生議員登壇）

〇12番（柴田峯生） 私は、新むつクラブの柴田峯

。 、生であります もう大分一般質問が経過しまして

私の質問のかなりの部分に答弁がなされておりま

すので、簡潔、適切な答弁を今後お願いしたいと

思います。

最初に、むつ市議会第193回定例会に当たりま

して一般質問を行いますが、この壇上をおかりし

まして、私ごとですが、一言申し上げたいと思い

ます。

私は、平成３年４月の統一地方選挙で旧脇野沢

村議会議員に当選、そして平成17年３月、市町村

合併による在任特例として今日までむつ市議会議

員を務めてまいりました。残すところ一月余りに

なりましたが、この間数多くの市民の皆様及び市

長を初め市役所関係者の皆さん、同僚議員各位の

温かいご協力、ご支援、ご鞭撻をいただきました

、 。ことに対し 衷心より感謝とお礼を申し上げます

因縁と申しましょうか、本会議閉会予定の日が

この世に生を受けてから６回目の、い年の満72歳

の誕生日を迎えます。私は、この機会が議員の職

にさよならを告げるにふさわしい時期が訪れたも

のと悟りました。今正式に身を引いて、後進に道

を譲る決断をいたしました。今後は、一市民に立

ち返り、サル被害対策など、市政のあしたを見定

めれればと思っております。

どうぞ、今回改選に臨まれる議員各位には、ご

健康に留意され、所期の目標を達成されますこと

をご期待申し上げます。まず、お礼を申し上げた

いと思います。ありがとうございました。

それでは、本題に入ります。第１に、政治姿勢

についてお伺いします。宮下市長には、市長ご就

任おめでとうございます。市政の運営に当たって

は、公平、公正に徹し、市民のための政治を執行

されるようご期待申し上げたいと思います。

さて、市長は選挙に当たって幾つかの約束を公

約として市民に示されました。先陣の議員のご質

問と重複する部分もあるかと存じますが、お許し

いただきたいと思います。

ご案内のように、本市は合併によって誕生した

際に、当時の市町村民に示し、賛同に基づきつく

。 、り上げた新市まちづくり計画がございます また

それを根拠にした多くの計画が作成されておりま

す。さらに、９月４日の本会議で基本構想が議決

されました。これに吸収され、今後は行政が進め

られるものと思います。そこで、これらと市長公

約との整合性をいかに図っていくお考えでしょう

か、まずお伺いしたいと思います。

次に、杉山前市長の市政を引き継ぐと公約をな

さったと理解してよろしいでしょうか。

さて、４年間と限られ、さらには財政赤字を抱

えた中で引き継ぐのはどんなもので、引き継がな
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いものや、繰り延べ、再検討、そして凍結や中止

になるものにはどんなものがありますか。事務・

事業として選択しておられると思いますが、その

おおよそで結構ですので、お知らせいただきたい

と思います。

第２に、財政問題についてお伺いします。最初

に、赤字を抱えた市政の現状と合併時から今日ま

での財政事情をどのようにご認識されています

か。これらの解消計画に取り組む市長のお考えを

示されたいと思います。

次に、大きく変えられた地方交付税制度とこれ

からの市としての対応をお聞かせいただきたいと

思います。

次に、放射性廃棄物最終処分場問題について、

杉山前市長に一般質問をいたしました。そのとき

には、火山、断層、県の関係などから難しい旨の

答弁がありました。私は地域活性化の起爆剤の１

つとして、そんな議員があったという記憶を市民

に届けていただければありがたいわけですが、市

長、地域活性化の起爆剤の１つとして下北半島を

アトム半島にするため検討できないかどうかをお

伺いしたいと思います。

また、大間原子力発電所の着工延期やその他の

事情を抱えて交付金が交付できなくなったことや

計算違いのため返還となる交付金など、財政改革

プランに影響することが多いです。交付金の今年

度以降の見通しをお伺いします。先ほど川下議員

にもお答えありましたが、答えている部分につい

ては割愛されてもよろしいと思います。

次に、シィライン株式会社からの新造船に絡む

むつ市に求められた文書での支援策について。新

聞報道によりますと、青森市は難色を示したとの

報道があります。その文言はいかなるものでしょ

うか。議会の意思決定が必要ないでしょうか。隠

れ損失補償につながらないのか、その法律的な見

解をお示しいただきたいと思います。

また、想定されている今後の支援策をお伺いし

ます。

第２の最後は、さきに報道されている今年度の

人事院勧告は、職員給与の一定率のカットをして

いる現況にどのように反映されるとお考えでしょ

うか。取り扱いによっては、職員の働く環境に影

響を与えないでしょうか。

また、最低賃金の改定は臨時職員などの賃金を

どのように押し上げ、改善されますか。そして、

これらを改定する見通しについてお伺いしたいと

思います。

第３に、鳥獣被害対策についてお伺いします。

今日のむつ市における天然記念物北限のニホンザ

ル、特別天然記念物ニホンカモシカ、保護管理動

物のツキノワグマ、その他海獣のトド、カワウな

どの被害には目に余るものがあります。市民の苦

情や駆除の意見が続出しています。これらに対す

る国・県などの対応は保護者の声のみが取り上げ

られているような感じがいたしてなりません。

そこで、最初に青森県市町村発・元気なあおも

りづくり支援事業の一環として、むつ市教育委員

会が８月21日、大畑町二枚橋地区での住民との懇

談会を開催した報道がありますが、その状況を開

示されたいと思います。

また、今後の開催予定はどのようになっていま

すか。なお、被害を受けている市民が被害を率直

に発言でき、そしてそれらの声が被害者の叫びと

して直接国・県に伝える機会を市が設定すること

を私から提言いたしたいと思いますが、いかがで

しょうか。

なお、この３月にむつ下北地区被害者の多くの

有志が集い設立をいたしました下北半島ニホンザ

ル被害対策連絡協議会の活動と今後タイアップし

て支援していくことはいかがでしょうか、お伺い

します。

次に、ニホンザルの場合は、脇野沢地区のある
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群が３つに分裂したかの報道もあるので、その対

策としては、これを特定し、その全部を捕獲、他

に移動するか、間引きしか対策はないのではない

でしょうか。いかがでしょうか。

次に、今日のニホンザルの保護策は農地の保護

を主眼に広域と特定農地を囲む仕組みになってい

ますが、逆に里にサルを誘導したことも事実であ

ります。また、追い上げの際の支障となりつつあ

りますという声も聞かれます。昨日小沢地区で私

はそのことを伺ってまいりました。

特定場所を設定し、そこを囲む方法が必要にな

っていると私は考えますが、いかがでしょうか。

次に、区域を限定し、縮小し、そこに生息する

ニホンザルのみを天然記念物のニホンザルにする

ことによって、学術、教育、文化、観光に資する

ことが今後の保護と被害防止に役立つ両立論と思

いますが、いかがでしょうか。

さらには、地方公共団体に鳥獣保護管理行政を

ゆだねる分権論が取りざたされておりますが、こ

の論を受け入れる前提は、海洋魚類の保護管理化

からくる無主物排除の理論と同様にならないと、

だれも責任をとらない国民を無視した政策からは

生まれてきません。いずれにしても、市民が受け

るニホンザルの人的、物的、精神的な被害につい

ては、国・県がその損害を賠償するよう市として

働きかけをすべきであり、加えて住民のそのよう

な動きを支援し、実現を促進するお考えはないで

しょうか。

最後の第４は、水産業再生についてお伺いしま

。 、 、 、す まず最初は 生産と流通における加工 貯蔵

蓄養等の工夫促進と、必要な設備の支援について

であります。国内はもとより、陸奥湾内漁業の衰

退は、周期的に不振に見舞われ、漁獲物の変化や

魚価の低迷、そして販売ルートのあり方など流通

面での課題を抱え、衰退が著しいと思います。民

間の調査機関日本経済調査協議会が水産業の抜本

的改革を訴えています。ことしの２月の緊急提言

の際に、水産資源を無主物から国民全体の共有財

産として透明性の高いルートのもとで水産資源の

管理と利用を行う提唱であります。この最終提言

を取りまとめるに当たって、流通の改革も新たに

加えたと伺っています。

食の安心安全の多品種で少量の水産物でも、食

品として加工し、その活用を図ることや庭先販売

の流通改革は水産物の自給率向上及び漁家の生活

安定にとっては欠くことのできないものでありま

す。また、地球環境問題に対応するためにも、水

産業の改革は重要な局面であると申しても過言で

はありません。地域の基幹産業である水産業を持

続的に可能なものにする努力を今惜しんではなら

ず、さらには禁漁期間の設定等の痛みを求めるこ

とを漁民は覚悟せねばならないことも来るのでは

ないかと思っています。

そこで、過去のいきさつやしがらみにとらわれ

ない新しいむつ市の水産業のビジョンが必要で

す。これらの課題に対する市としての水産業支援

策をお伺いします。

次に、最後になりますが、脇野沢村漁業協同組

合事務所に併設されている漁村環境改善センター

施設のことでありますが、この施設は同組合の２

階と３階を活用しているもので、国と県、そして

旧脇野沢村が90％に達する補助金交付を行って、

国策の一環として建設したものであります。そし

て、今日まで同漁協が総合的に管理を行い、地域

の振興に貢献してまいりました。市民や漁民の安

らぎの施設であります。特に中心市街地にあり、

漁港に隣接する利便性が高く、その活用する度合

いが高く、今後とも持続して活用するための改善

が望まれています。そこで、おおよそ1,000万円

程度の改修費が見込まれるようでありますが、私

は当時の建設にかかわったものの一人として、市

としてもこの改修には助成が必要と考えます。市
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長から支援策についてお伺いいたしたいと思いま

す。

以上で壇上からの質問を終わります。短く簡潔

に適切なご答弁をお願いしたいと思います。

〇議長（川端澄男） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 柴田議員のご質問にお答え

いたします。

ご質問の１点目、選挙公約と新市まちづくり計

画等との整合性についてでありますが、いずれの

公約も当該計画等の理念に矛盾するものではな

く、選挙公約という性格上わかりやすく、かつ訴

求力のある言葉を用いたものであります。

この公約のうち「こどもは地域のたからもの」

は、少子化や教育、人づくりに寄せる思いをあら

、 、わしたものでありますし 広報広聴機能の充実は

合併３年目に入り、いよいよ新市を一体的に合併

のうまみを出していく必要を痛感する気持ちか

ら、地域の声に改めて耳を傾けていくべきとの思

いであるとともに、市民が市の業務を知ることに

より開かれた行政 市民参加の行政 すなわち ま、 、 「

ちづくりの主役は市民」ということにもつなげて

いこうとする考えから提言したものでありますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

ご質問の２点目、市政継続と事務事業の選択に

ついてのお尋ねでありますが、これにつきまして

は、杉山前市長の施策の根幹となるところは基本

的に継承して継続していきたいと考えております

が、個々の具体的な手法は、自分の目で確認、検

証を加えながら進めてまいる所存であります。

今般合併後初めてのむつ市長期総合計画の基本

構想について御議決賜りましたので、この理念に

沿って今後具体的な肉づけを図るべく実施計画を

策定していくことになりますので、その中で今後

政策的判断をし、しかるべき事務事業を打ち出し

ていきたいと考えておりますので、ご理解賜りた

いと存じます。

次に、財政問題についてのご質問にお答えいた

します。まず、財政赤字の認識と解消計画につい

てでありますが、４市町村の合併が財政の赤字及

び赤字見込み団体同士の合併であったことに加

え、歳入では長引く景気低迷の影響から税収の減

収、三位一体改革による地方交付税の削減などか

ら財源確保が難しい状況となっていることであり

ます。

一方、歳出では、職員の高年齢化による人件費

及び国の景気浮揚対策等に対応した事業に伴う公

債費の割合が極めて高く、さらに病院事業健全化

に対する財政支援や一部事務組合の運営負担金等

の増大などから赤字の状態が続き、大変厳しい状

況にあると私は認識いたしております。

このことから、赤字解消計画の取り組みについ

てでありますが、まずこの財政の状況を市民の視

点に立って公表を行うこと、さらに住民説明会を

開催し、ご理解をいただくことから始めたいと考

えております。そして、市民のご意見を酌み上げ

る中で福祉の向上や地域経済の振興等を図り、活

力ある地域社会の実現を目指すことになります

が、そのためには行政改革を積極的に推進しなが

ら、財源の確保、効率的、計画的な財政運営に努

め、平成23年度に赤字解消を図ってまいりたいと

考えておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。

次に、地方交付税制度への対応についてお答え

いたします。本年度の地方交付税制度の改正につ

いては、主なものとして普通交付税の基準財政需

要額の算定方法の見直し及び頑張る地方応援プロ

グラムによる財政措置であります。

まず、普通交付税の基準財政需要額の算定方法

の見直しについてでありますが、これまで複雑で

わかりにくい算定から、人口、面積を基本にわか

りやすい算定へ移行しておりました。これが新型
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交付税の創設であります。具体的には、この新型

交付税の創設により、これまでの経常経費と投資

的経費の区分が廃止され、個別算定経費について

の項目が17項目減少されております。この改正に

伴う本市の影響については、前年度とは単純に比

較はできないものの、減少傾向となっているもの

であります。

なお、新型交付税の面積に係る基準財政需要額

の算定では、森林面積の算入割合が宅地面積の４

分の１と低いことから、今後とも森林の維持、機

能の確保の観点から、森林面積の算入割合の拡充

を要望してまいりたいと考えております。

次に、頑張る地方応援プログラムについてであ

りますが、やる気のある地方が自由に独自の施策

を展開することにより魅力ある地方に生まれ変わ

るよう地方独自のプロジェクトを考え、前向きに

取り組む地方公共団体に対し、地方交付税の支援

措置を講ずるものであります。

その内容については、１点目として、市町村が

総務省ホームページ上で公表されたプロジェクト

に取り組むための経費について、１市町村につき

単年度3,000万円とし、３年間特別交付税で措置

されるものであります。

本市のプロジェクトとして既決の予算から地域

子育て支援センター事業、中学生国際姉妹都市交

流支援事業、学校教育支援事業及びニホンザル保

護共生事業の４事業を選定し、成果目標を掲げて

公表しているものであります。この４事業の事業

費は 6,215万7,000円で うち一般財源が4,159万、 、

3,000円となりますので、特別交付税の上限額で

あります3,000万円が交付される見込みにありま

す。

２点目として、行政改革の実績を示す指標や製

造費出荷額などの成果指標が全国標準以上に向上

した市町村に対し、その程度に応じて普通交付税

の基準財政需要額の割り増し算定を行ったもので

あります。また、成果指標の算定に当たっては、

過疎、離島の条件不利地域の状況を反映させてお

ります。

なお、本市の基準財政需要額の割り増し算定額

については、２億5,850万1,000円となっているも

のであります。今後とも着実な行政改革等を行っ

て普通交付税の増額に努力をしてまいりたいと考

えておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。

次に、放射性廃棄物最終処分場問題と電源三法

等の交付金の動向についてのご質問にお答えいた

します。まず、放射性廃棄物最終処分場を誘致す

る考えはないかとのことにつきましては、本年３

月のむつ市議会第191回定例会において柴田議員

からご質問があったところであります。当時杉山

前市長は、青森県と国との間で交わされた知事の

了解なくして青森県を最終処分地にできないし、

しないことを確約するという約束がある等の理由

により、高レベル放射性廃棄物最終処分場の誘致

には否定的な見解を示しております。高知県東洋

町や秋田県上小阿仁村のように、首長が誘致を検

、 、討すると表明した途端 住民からの猛反発に遭い

検討を取りやめたという例もあり、この問題につ

きましては、一市町村レベルの問題ではなく、国

及び県レベルの深くて大きい問題でありますし、

国民の理解もまだまだ進んでいないように思われ

ます。

エネルギーセキュリティーは、我が国として重

要な課題であり、国策として原子力エネルギーの

利用を推進している国の責任において、この問題

を早急に解決できるよう国の主導的役割を期待し

ているところであります。私といたしましても、

杉山前市長と同様、青森県と国との約束は非常に

大きな重みを持っており、難しいという認識でお

りますので、ご理解を賜りたいと思います。

次に、電源三法等の交付金の動向についてのお
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尋ねですが、大間原子力発電所の着工延期による

影響額は、前の川下議員にもお答えしましたとお

り、原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分の

交付額が約2.1億円減額になる見込みになってお

ります。今後につきましては、大間原子力発電所

の着工が来年８月までに実施され、東通原子力発

電所東京電力１号機及び当市に建設が予定されて

おります使用済燃料中間貯蔵施設の着工がそれぞ

れ平成20年度及び平成21年度に予定どおり建設着

工されますと、原子力発電施設等周辺地域交付金

相当部分の交付額は、平成20年に約12億6,000万

円、平成21年度に約21億9,000万円、平成22年度

及び平成23年度に約20億9,000万円、平成24年度

に約13億2,000万円が交付される見込みになって

おります。

また、電源立地促進対策交付金相当部分につき

ましては、東通原子力発電所東京電力１号機分と

して約23億8,000万円、使用済燃料中間貯蔵施設

分として約９億5,000万円が着工から運転開始後

５年が経過する年度までの間に交付される見込み

となっております。

次に、原子力発電施設等周辺地域交付金相当部

分の交付限度額の誤りについてでありますが、新

聞等でも報道されておりますとおり、国及び電力

会社の算定ミスにより交付限度額に過不足が生じ

ていたことが確認されております。当市において

も平成17年度で69万3,000円少なく交付され、平

成18年度においては約101万8,000円多く交付され

ていることが判明いたしております。

今後の対応につきましては、返還の事務手続を

含め関係機関と調整してまいりたいと思っている

ところでありますが、今回のようなミスが起こら

ないように国及び電力会社には再発防止に万全を

期すよう要望してまいりたいと思っておりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。

次に、シィライン株式会社の支援策についての

。 、 、ご質問にお答えいたします まず 新造船に絡み

市に求められた文書での支援策についてのお尋ね

でございます。シィライン株式会社が現在計画し

ております新船は、国の運輸政策に応じて船舶な

どの運輸施設の整備を推進するための支援を行う

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、

いわゆる鉄道・運輸機構との共同建造を予定して

おります。共同建造方式のメリットは、原則とし

て担保が不要、長期の返済や税金の優遇などがあ

り、共有船の鉄道・運輸機構の持ち分について、

一定期間使用料を支払うことにより、最終的にシ

ィライン株式会社の100％所有船となるものであ

ります。国の航路補助につきましては、航路の運

営費のほか、新船建造費についても対象となるも

のであり、関係自治体といたしましても、これに

協調し、補助していく考えにあるところでありま

す。

、 、 、一方 建造の方式は 先ほど述べましたように

共同建造方式ということで使用料を共同建造主で

ある鉄道・運輸機構に対し支払いしていくもので

あります。このことから、新船建造に当たり支援

体制に係る確約書について、共同建造主から国の

航路補助上の関係自治体である当市と佐井村に求

められているものであり、この文書の性格は包括

的に支援の意思をあらわす趣旨のものであり、少

なくともただちにこれが将来に向けた損失補償契

約となるような性格のものではないという認識に

立っておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

今後のシィライン株式会社に対する支援につき

ましては、平成18年度欠損金3,700万円余を地元

自治体が本年度中に支援をしない場合、協調補助

の建前から、国では平成19年度以降の補助を行わ

ないとしていることから、佐井村と負担額につい

て協議のうえ、補正予算対応をとり、議員の皆様

のご理解のもと、支援をいたしたいと考えており
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ます。

また、平成19年以降の支援につきましては、県

及び佐井村と協議のうえ支援してまいりたいと考

、 。えておりますので ご理解を賜りたいと存じます

次に、人事院勧告と職員関係についてのご質問

にお答えいたします。まず、当市では職員給与の

一定率をカットしている状況の中にあって、今年

度の人事院勧告はどのように反映されると考えて

いるのかとのご質問にお答えいたします。今年度

の人事院勧告は、柴田議員もご承知のとおり、去

る８月８日に出されております。勧告の主な骨子

につきましては、第１点目として、民間給与との

較差0.35％、金額にいたしまして1,352円を埋め

るため、初任給を中心に若年層に限定した俸給月

額の引き上げ、第２点目として、少子化対策の推

、進にも配慮した扶養手当の月額500円の引き上げ

第３点目として、期末勤勉手当の0.05カ月分の引

き上げ等となっております。これに対しまして、

現在のところ国では態度を明らかにしておりませ

んが、平成13年以来の引き上げとなることから、

給与制度を含めた公務員制度改革に対する国の厳

しい姿勢もあり、勧告どおりの実施は微妙ではな

いかとの一部報道も見受けられます。いずれにい

たしましても、これまでの勧告による給与改定に

つきましては、これを踏襲する形で市としても実

施してきている経緯があり、今回につきましても

勧告どおりの実施となれば、県及び他市町村にお

いても同様の改定がなされるものと考えられま

す。

当市では、財政状況が厳しい現状を踏まえ、管

理職手当の60％カットを実施しておりますもの

の、優秀な人材の確保や職務に対するモチベーシ

ョンの向上を図るうえでも、勧告で示されました

初任給を中心とした若年層の給料の引き上げ等は

必要であると考えておりますので、ご理解賜りた

いと存じます。

なお、勧告どおりに給与改定した場合の費用に

つきましては、2,200万円程度と見込んでおりま

す。

次に、最低賃金の改定は臨時職員などの賃金に

どのように反映されるのか、また今後の賃金の改

定の見通しを示せというご質問についてお答えい

たします。臨時職員の賃金単価につきましては、

一般職の給料表の改定及び県内他市の状況を勘案

しながら決定しており、直接的には最低賃金との

連動性はございません。現在事務関係に従事して

いる臨時職員については、時価単価700円となっ

ております。この額は、平成15年の人事院勧告で

マイナス1.07％の勧告があったことから、それま

での時間単価710円を減額改定したものであり、

その後の人事院勧告では平成17年にマイナス

0.36％、平成18年度からは給与構造改革により給

料表の水準について平均で4.8％の引き下げを実

施しておりますが、それぞれ勧告率が小さかった

こと、給与構造改革で現給保障があったことから

改定は見送ったものであります。

、 、また 今後の賃金改定の見通しにつきましては

先ほども申し上げましたように、給料表の改定及

び県内他市の状況等も見きわめながら検討してい

きたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと

存じます。

次の鳥獣被害対策につきましては、教育長より

答弁をいたします。

次に、水産業再生についての第１点目、生産と

流通における加工貯蔵、蓄養などの工夫促進等必

要な設備の支援についてであります。まず最初に

流通加工改革についてでありますが、現行の流通

体系においては、そのほとんどが需要と供給のバ

ランスによって水産物の価格が形成されているこ

とから、価格は変動するものであります。このた

め水産物の生産額の向上を図るためには、議員の

ご指摘のとおり、加工及び蓄養等の創意工夫が必
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要であると考えております。

また、県と連携しながら、未利用、低利用資源

の有効活用を図るとともに、加工開発に取り組む

ほか、朝市等の開催による対面販売の推進も有効

手段の１つと考えているところであります。さら

に、将来的に水産業の持続的生産を図っていくた

めには、行政、研究機関、漁協が一体となって栽

培漁業の推進並びに資源を管理しながら生産する

という資源管理型漁業の展開が重要であろうと思

われます。これらの施策を含めて、今定例会に提

出しておりますむつ市長期総合計画基本構想につ

いての資料として、むつ市長期総合計画を添付し

ておりますが、その中で農林水産業の振興につい

て８項目の主要計画を示しております。基本的に

は、この計画に沿って施策を展開してまいる所存

でありますが、本計画は大局的にとらえたもので

あり、今後各地先ごとに、より具体化した振興計

画を策定し、漁業の振興を図ってまいりたいと考

えております。

次に、脇野沢村漁村環境改善センターの老朽化

に伴う改修支援についてであります。脇野沢村漁

村環境改善センターは、昭和52年度に漁協が事業

主体となり、沿岸漁業構造関連整備事業という国

の補助事業で建設されたもので、既に30年を経過

しております。このため部分的に老朽化が進み、

窓枠の腐食や屋上部分のひび割れによる雨漏りが

発生しております。その改修に要する費用は、約

1,500万円程度と見込まれており、漁協単独での

改修は厳しい状況にあることは承知しているとこ

ろでありますが、施設建設後の維持管理費につい

ては、原則的には所有者が負担すべきものと考え

ているところであります。市といたしましては、

今後ナマコ等の水産資源の増大に向けた取り組み

等を支援し、漁協経営の基盤の強化を図ってまい

りたいと、このように考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

〇議長（川端澄男） 教育長。

（牧野正藏教育長登壇）

〇教育長（牧野正藏） 柴田議員の鳥獣被害対策に

ついてのご質問にお答えいたします。

１点目は、被害者の生の声を反映させる場の設

定についてであります。まず、去る８月21日に大

畑町二枚橋公民館で開催いたしました被害対策懇

談会についてでありますが、これは平成19年度の

サル、クマ農作物被害緊急対策事業として、大畑

地区において初めて実施したものであります。近

年サルが頻繁に出没するようになった釣屋浜、二

枚橋、孫次郎間の３地区の皆様にお集まりいただ

き懇談したところであります。当日は、31名のご

出席をいただき、皆様からは農作物被害の深刻さ

や電気さくの設置、群の捕獲、離れザルの捕獲に

ついての要望など、地域の皆様の切実な生の声を

拝聴したところであります。

ご承知のとおり、現在私どもは県とともに第２

次特定鳥獣保護管理計画を策定中でありますが、

本計画には平成17年11月に県で実施しましたアン

ケート調査の結果は当然のことながら、ぜひ今回

のような地域の皆様の生の声も反映させていきた

いものと考えているところであります。

このような地域の皆様との懇談につきまして

は、今後は今月の９月中に川内町蛎崎地区におき

ましても開催する予定といたしているところであ

ります。脇野沢地区につきましては、これまでの

長年にわたる取り組みの中で、柴田議員を初め地

域の皆様からはいろいろとご意見、ご要望、アド

バイスをちょうだいしておりますことから、特に

開催を予定しておりませんので、ご理解くださる

ようお願いいたします。

次に、被害者の叫びとして直接国や県に伝える

機会を市が設定することの提言についてでありま

すが、去る３月13日に文化庁文化財部天然記念物

課の桂主任文化財調査官が来市されましたとき
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に、今度は地域住民と対話してみたい旨を話され

ておりましたので、実現に向けて国・県とも協議

してまいりたいと考えております。

次に、下北半島ニホンザル被害対策連絡協議会

の活動とのタイアップということにつきましては

異論のないところであり、サルとの共生、被害対

策につきましては、多くの方々の広範な取り組み

が必要であると思っているところであります。次

期保護管理計画に基づいた活動、取り組みであれ

ば、同協議会にかかわらず、広く連携をとりなが

ら、実効ある活動につなげていきたいものと考え

ているところであります。

次に、２点目のサルの間引きの促進についてで

あります。柴田議員お話しの群は、脇野沢地区に

生息しているＡ２―84群のことだと思います。こ

のＡ２―84群は、頭数の増加に伴い、平成18年１

月15日から３つのグループに分かれ、８月下旬こ

ろまでその状態が続いたところでありますが、今

度は一転して３つのグループが一緒に行動をとも

にするようになり、もとの集団に落ちついたと思

ったものの、平成19年１月上旬からは、また再び

前の３つに分かれて行動をとるなど、まさに離合

集散を繰り返し、いっときも目を離せない状況に

ございます。

私どもといたしましては、現在までその分派行

動を見逃さないために、常にモニタリング調査を

行い、群を特定してきているところであります。

現在私ども教育委員会では、Ａ２―84群の中の１

つのグループをＡ、Ｂ、ＣのＣと呼んでいるとこ

ろでありますが、今後サルの調査会等の関係機関

とも協議し、統一的な名称にしていかねばならな

いと思っているところであります。

この分派行動をしているＣ群につきましては、

群に遠隔操作の機械でございますテレメトリー発

信器が装着されておらず、現在青森県への装着許

可申請の事務手続を進めているところでありま

す。装着後は、モニタリング調査を本格的に実施

し、生態等被害状況などを詳しく調査したいと考

えているところであります。現在第２次特定鳥獣

保護管理計画の原案を策定中でありますので、柴

田議員が意図することも盛り込まれるよう青森県

とも協議しているところでありますが、まだ原案

発表の時期ではございませんので、ご理解とご協

力を賜りたいと存じます。

次に、３点目の被害防止さくの設置方法につい

てであります。特定場所を設置し、そこを囲む方

法が必要になっているのではというご指摘であり

ます。このことにつきましても、現在策定中の第

２次特定鳥獣保護管理計画の中に多様な保護管

理、被害対策が盛り込まれる予定になっておりま

すので、ご理解いただきたいと存じます。

次に、４点目は、記念物となっている区域を限

定縮小し、そこに生息するニホンザルのみを天然

記念物として学術、文化、教育、観光に資するこ

とが今後の保護と被害防止に役立つのではという

ご提言でございます。下北半島に生息するニホン

ザルは、人を除く霊長類では世界分布の北限であ

り、学術的価値も高いと評価されているところで

ありますので、これまで天然記念物に指定されて

きた全国の６地域でも積極的な観光活用が図られ

てきたところであります。しかし保護対策最優先

の対応がサルの増加を招き、管理面等におきまし

て、施設の維持、存続を困難にさせているようで

あります。

昨日の飛内議員の質問に対する市長の答弁の中

にもありましたが、岡山県高梁市にある臥牛山で

は自然動物公園を閉鎖しておりますし、さらには

大阪府にある箕面山でも昭和52年に自然動物園を

廃止しているなど、自治体といたしましては、教

育、観光資源としての活用は限界があるように思

われます。

当市でも昭和57年に農作物被害を及ぼしている
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サルＡ１群72頭を捕獲し、野猿公苑で飼養してい

るところでありますが、今後教育、観光資源とし

て利用者増を図れるかという観点からすれば、交

通機関の利便性、施設環境の魅力、周辺環境の整

備状況等からしましても厳しい状況にあるのでは

ないかと考えているところであります。しかしな

がら、現有施設の有効利用としましては、今後あ

る程度の環境整備を図っていく必要があると考え

ているところであります。ご指摘の指定区域の縮

小化とともに、国・県にその支援対策について要

望してまいりたいと思っておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

次に、第５点目の人的、物的、精神的損害の賠

。 、償実現についてであります サルに起因する人的

物的被害につきましては、昨年８月からことしの

７月にかけ、人的被害が２件、人家侵入は昨年か

ら平成19年の現在まで３件発生しているところで

あります。被害を受けられた住民の方々の精神的

打撃は、はかり知れないものがあると認識してい

るところであります。被害に係る法的な責任の所

在につきましては、文化庁の記念物課、県自然保

護課及び県文化財保護課にも改めて照会、協議を

行っているところでありますが、やはりこれまで

の見解どおり、サル、カモシカなどにつきまして

は無主物扱いとなっておりますことから、基本的

な責任の所在は国、県、むつ市のいずれにも存在

しないということであります。このことにつきま

しては、市といたしましても、国に補償制度を創

設するよう要望しているところでありますが、今

後県とも協議しながら、具体化できるよう努めて

まいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（川端澄男） 12番。

〇12番（柴田峯生） まず最初に、３番目の鳥獣保

護の関係でちょっと伺いたいと思います。

実は、10日の日に農業委員会の部会の委員長な

どの研修会がございました。その場で、実は「害

獣対策に自衛隊活用 自民チーム、立法化方針」

ということで、これ2007年６月11日零時ａｓａｈ

ｉ．ｃｏｍのコピーですが、イノシシ、サル、ト

ドなどによる農業、漁業被害が減らないために、

自民党のチームとして検討しているのだと。そし

て、その中で鳥獣による農作物への被害は、ここ

数年全国で約200億円前後と減っていない。ハン

ターは、この30年で半分以下になっているという

ようなことから、有害鳥獣対策に対して自衛隊を

活用して、銃による一斉捕獲駆除も考えろという

結論のようであります。これは、見ますと、実際

、 。には８月23日に その文書が出たようであります

農林漁業有害鳥獣対策の抜本強化に関する緊急提

言ということで出ております。これは、市のほう

に届いておりますか、いかがでしょうか。まずお

伺いしたいと思います。

〇議長（川端澄男） 教育部長。

〇教育部長（新谷加水） 新聞報道での記事は、目

にした覚えはございますけれども、そういう正式

な文書はまだ私どもの手元に参っておりません。

以上でございます。

〇議長（川端澄男） 12番。

〇12番（柴田峯生） このように、これは特定の政

党ですが、政権政党がまとめたわけであります。

私たちの声がようやく国のそういう国会議員にも

届いたのかなという考えなわけですが、そこで今

頑張る地方応援プログラムでもむつ市では国の特

別交付税をいただいて、この県の計画で見ると、

平成19年から平成23年までとなって計画が出てお

ります。大間町も同じように３年間で700万円程

度の事業を見込んでいるわけです。私は先ほども

申し上げましたが、どうも文化財を保護するとい

う立場がもう非常に先行しているわけです。もち

ろんいわゆる特別天然記念物ですので、教育委員

会が一生懸命重荷をしょって、その先導に立って
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いるというのが現実なわけです。そこで市長にお

願いしたいのですが、市長部局でひとつこの有害

鳥獣対策に対する組織をつくれないかどうか、そ

して教育委員会と一体的に働きかけをしていくと

いう流れができないかどうか、市長にお伺いした

いと思います。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 今柴田議員の頑張る地方応

援プログラムというふうなお話がございました。

内容的には、ニホンザル保護共生事業ということ

で、事業概要が下北半島に生息するニホンザルを

まず保護をする、そして野猿保護管理専門員及び

野猿監視員による生息地域の調査を実施する。そ

して、悪質なサルの捕獲及び食害防止対策を強化

するということで、その事業費として4,500万円

という形で、今後の平成19年度から平成22年度ま

でのこのプロジェクトということで、先ほどお話

ししましたように、交付税措置がされてくると。

頑張る地方応援プログラムの中でということで、

この形になっております。そこで、これらを、こ

の体制を利用しつつ、教育委員会と連携をとりつ

つ、その現実をしっかりとらえた対応をしていき

たいと、こういうふうに考えております。

有害鳥獣につきましては、それもやはりきっち

りこれからも対応していくというふうなことでご

理解をいただきたいと思います。

〇議長（川端澄男） 12番。

〇12番（柴田峯生） ぜひ経済部の農林畜産課だけ

ではなくて、有害鳥獣含めた、その鳥獣の対策を

市長部局の組織の中につくって、教育委員会と一

体になって進めていただきたいと要望しておきま

す。

次に、教育長からも答弁いただきましたが、い

わゆる脇野沢の野猿公苑の関係です。これは平成

17年に監査を受けておりまして、定期監査の際に

指摘をされております。その中の９ページにござ

います。現状から見て、ここは非常に脇野沢にと

っては観光面でも、あるいはニホンザルとの共生

という意味からも接点になる施設なわけです。し

たがって、市長は議長時代にこの監査の結果をお

読みになっていると思いますけれども、もう一度

ひとつ読んでいただいて、今後の施策の中でこの

改修なり、あるいはその施設の今後のあり方を検

討していただきたいなと、こういうぐあいに要望

しておきます。

もう一点は、従来脇野沢地区では、サルのえさ

買い上げということで、被害のあったものを買い

上げという形で一部補償してきたわけです。それ

が合併した翌年から、もう全くそういったものが

なくなったと。だから、共存という立場からする

ならば、私はそのことも含めて、今後二枚橋地区

あるいは蛎崎地区も、小沢地区もあるわけですけ

れども、さっきの頑張る地方応援プログラムのほ

うの目標になりますと、その被害額を減らすとい

う目標値も設定しておるようでありますけれど

も、それはあくまでも事務的、それから保護とい

う立場で書かれているものだと私は理解している

わけです。そういった意味で、やはり住民が農業

を行う、あるいは自家野菜の生産の意欲を失わせ

るということは、私はむつ市にとっては最大の損

失だと、こう思うわけです。ですから、その辺も

含めて市長から、時間もあと幾分もありませんの

で、サル問題だけ取り上げて、市長から最後にひ

とつ、見解を、決意をひとつお伺いしたいなと思

っています。よろしくひとつお願いします。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 合併して以来、サル問題と

いうことが私の議員の立場から、また議長の立場

からも学びました。また、今この立場になりまし

て、サル問題が非常に大きな行政課題であるとい

うことは強く認識をしております。今柴田議員の

お話しのとおり、農家の方々の被害も当然重い形
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で私も認識しております。さらに、自家栽培をし

ている高齢者の方々がご家庭で食べる、そういう

ふうなものまで被害を受けていると。これは、決

して金額の多寡ではない部分、非常に精神的な部

分、楽しみにしてきた野菜が、果物が、もう一夜

にして荒らされるというふうなこと、非常に精神

的な痛手ということは私も十分お聞きして認識し

ております。それらをどうやって解決していくか

ということは、先ほど教育長のご答弁にもありま

したように、教育ではないのですけれども、悪い

ものは悪いというふうな厳しい対応をやはりして

いかなければいけないし、また保護するエリアの

部分、それをしっかりと、その部分の中に追いや

っていくのか、それとももう出てしまっている部

分でなくて、その保護をする範囲の中にいるもの

だけを保護していくのか、これらは教育委員会と

、 、 、よく協議をしつつ また県 国とも協議をしつつ

悪いものは悪いということは訴えていきたいと、

そういうふうな思いでございますので、ご理解い

ただきたいと思います。

高齢者の方々、また農業に携わる方々の思いと

いうのは重々私も認識、強い思いで臨んでいきた

いと思いますので、ご理解いただきたいと思いま

す。

〇議長（川端澄男） これで、柴田峯生議員の質問

を終わります。

昼食のため午後１時30分まで暫時休憩いたしま

す。

午後 零時２０分 休憩

午後 １時３０分 再開

〇議長（川端澄男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎横垣成年議員

〇議長（川端澄男） 次は、横垣成年議員の登壇を

求めます。20番横垣成年議員。

（20番 横垣成年議員登壇）

〇20番（横垣成年） むつ市議会第193回定例会に

当たり、日本共産党横垣成年、一般質問を行いま

す。

まず冒頭に、ただいま安倍総理が辞意を表明し

たそうでございます。今、秋が訪れ、紅葉が始ま

ります。日本の政治の紅葉もこれからいよいよ始

、 。まる そういう時期ではないかと思っております

ぜひとも私たち国民が望む政治実現のため、奮闘

しようではありませんか。

まず第１点目、ふれあい訪問事業、いわゆるヤ

クルト配布事業についてであります。数カ月前だ

ったと思いますが、身元不明の死体が発見されま

した 「お心当たりの方は連絡願います」という。

放送が数日にわたりなされたことがあったかと思

います。ちょうど私の知り合いの方の近所に住む

ひとり暮らしの方だったそうでございます。その

方が言うには、私の近所に住む人だとは全然知ら

なかった、ヤクルトが配布されなくなって、どこ

にひとり暮らしの方がいるのかわからない。ひと

り暮らしの方の安否確認が難しくなった、何とか

また復活してほしいものだとおっしゃっておりま

した。地域地域で責任感を持って活躍されている

方、例えば町内会や消防団などにより私たちの暮

らしは成り立っております。そういった方の一人

が、地域にどのようなひとり暮らしの方がいるの

かわからないということでいいものでしょうか。

ふれあい訪問事業が廃止された経緯をお知らせ願

います。

また、現在ひとり暮らしのお年寄り、65歳以上

は市内に何人いるのか、各地区ごとに教えてもら

えればと思います。ふれあい訪問事業が廃止され

た後の安否の確認はどのようになっているのでし

ょうか、ふれあい訪問事業はぜひ復活すべきと思
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いますが、お聞きいたします。

第２点目、スクールバス待合所設置についてで

。 。あります 来年３月に７つの学校が閉鎖されます

学校には、バスで通う児童がふえるということで

あります。ぜひとも学校を統廃合される地域のバ

ス待合所設置をお願いしたいと思います。むつ市

の南通りに行きますと、バス停留所のわきにちょ

こんとかわいい待合所が設置されているのを見か

けます。私は、それを見るたびに地域の方の児童

に寄せる思いが感じられるものでございます。児

童を雨風にさらすことのないよう、学校閉鎖前に

ぜひ設置するべきと思いますが、お聞きいたしま

す。

第３点目です。国保税について。国保会計は、

収支のアンバランスが合併後続いております。そ

の結果、合併前にためていた基金、国保基金が

2007年度でほとんど底をつき、来年度には２億円

の不足が予想されます。この不足をどのように是

正するのか、今後の見通しについてお聞きいたし

ます。

、 、また 市民の税負担能力が限界に達している今

２億円の不足解消には絶対に国保税の値上げなど

ということがあってはならないと思います。その

前提のもとでの今後の見通しをお聞きいたしま

す。

４点目です。庁舎移転について。まず、財政状

況との関連でお聞きいたします。前議員において

は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の

関連でお聞きしておりますので、答弁は回答にお

いては割愛しても結構でございます。そして、再

質問の方でその点については深めたいと思ってお

ります。

また、緊迫した財政状況の中、庁舎移転した後

に、もし財政再生団体になったらどのような状況

になるのか。言うまでもなく今は無駄な出費をし

てはいけない状況だと思います。しかも、庁舎移

転は計画性がなく、突発的であり、住民合意もな

く、議員の半数近くが反対している、そういう事

業ではないでしょうか。もっと優先するべき事業

があると思いますが、お聞きいたします。

そして、庁舎移転についての中で、住民との関

連についてです。先ほども言いましたが、前市長

は住民合意もなく進めたものでございます。住民

合意はあると考えているのか、お聞きしたいと思

います。

また、住民説明会では市民の多くが不安を訴え

ていたのではないでしょうか。住民説明会での意

見集約の結果をお知らせ願えればと思います。こ

れについては、杉浦洋議員の質問と同様でありま

すので、重複する答弁であれば割愛しても結構で

ございます。

そして、今後住民投票によって判断するという

考えはないものかどうか、前議員も同じ質問をし

ておりますが、再度これについてはお聞きしたい

と思います。

以上、建設的で前向きな答弁を市長、理事者に

おかれましてはお願いをいたしまして、壇上から

の質問といたします。

〇議長（川端澄男） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 横垣議員のご質問にお答え

いたします。

、 、まず ふれあい訪問事業についてでありますが

この事業はひとり暮らしの高齢者を訪問し、乳酸

菌飲料等を支給しながら、その安否確認を行うと

ともに、社会的孤立感の解消を目的として、平成

４年度から平成15年度まで実施しております。こ

の事業を終了した経緯を申し上げますと、この事

業は乳酸菌飲料等の配達員が高齢者宅を訪問する

ということから、社会的孤立感の解消という面で

は相応の効果があったと考えているところであり

ますが、安否を確認するという面では、配達時以
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外は安否を確認することができず、異常があった

場合にただちに対応ができないという問題を抱え

ておりました。市では、これらを解消するため、

緊急通報体制等整備事業の充実により、ひとり暮

らし高齢者等の急病、災害等の緊急時に、迅速か

つ適切な対応ができるシステムの構築を図ってき

たところであります。

このシステムの内容を申し上げますと、健康等

に不安があるひとり暮らしの高齢者の方々等にペ

ンダント型の通報装置を貸与し、急病等の異常が

あった場合は、ボタンを押すことによって警備保

障会社または県の社会福祉協議会に緊急信号が発

信され、ただちに警備保障会社の職員または協力

。 、者がかけつけるというものであります 昨年度は

７件の通報があり、すべて病院への搬送がなされ

ております。このシステムの特徴の１つに、協力

者を２名から５名を募り、緊急時に手助けをして

いただくという方式を採用していることから、日

ごろからこれらの方々との交流を図ることによっ

て、地域でのきずなが深まるものと期待いたして

いるところであります。

また、介護保険上で自立と判断されるようなひ

とり暮らしの高齢者の方等に対しては、週２回ま

でのホームヘルパー派遣や週１回のデイサービス

の提供等も実施しており、不安を抱える高齢者が

孤独でいる時間を少しでも少なくできるようなサ

ービスの充実を図っているところであります。

以上のことから、ひとり暮らしの高齢者等の安

否確認については、今後とも現在実施している緊

急通報体制等整備事業を基本として、その他の方

法も組み合わせながら対処してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

なお、ことし２月現在のひとり暮らしの高齢者

の人数は、むつ地区1,216人、川内地区216人、大

畑地区272人、脇野沢地区96人の合計1,800人とな

っており、このうち緊急通報体制等整備事業の利

用者は153人であります。

２点目のスクールバス待合所設置については、

教育長より答弁を申し上げます。

次に、国保税についてのご質問にお答えいたし

ます。国民健康保険事業は、ご承知のように国保

加入者が医療機関で受けた総医療費の７割から９

割を国民健康保険が給付しているわけですが、そ

の財源は国の負担金及び調整交付金並びに県調整

交付金の合計がおおむね50％で、残る50％を国保

税として被保険者に負担していただいておりま

す。そこで、横垣議員ご指摘の国保会計は、合併

以来収支のアンバランスが続いているということ

についてでありますが、そもそも合併時の税率改

正の際に、負担は低いほうに合わせるという方針

から、幸い平成16年度末で約７億円の基金があり

ましたので、合併当初から収支の不足分は基金を

取り崩す前提で決められた税率だと言えるわけ

で、平成17年度は２億3,000万円、平成18年度は

３億1,000万円、平成19年度は２億800万円を取り

崩し、収支の均衡を保ってまいったところでござ

います。その結果、基金の残高が490万円とほぼ

底をついてしまいました。

そこで、税の引き上げをしないで収支のアンバ

ランスを解消せよとのご指摘でございますが、税

率決定の要素といたしましては、医療費総額の推

移、介護納付金、後期高齢者支援金等の額及び被

保険者数の推移等が大きな影響を及ぼすことにな

ります。さて、その基本的な要素が大幅に変動す

ると思われるのが、平成20年４月の制度改正と診

療報酬改定の動向でございます。

まず、制度改正についてでございますが、第１

点目として、後期高齢者医療制度が発足いたしま

す。これまで75歳以上の高齢者につきましては、

国保の資格を持ちながら、給付は市町村の老人保

健特別会計が行っておりましたが、新たな制度で

は青森県後期高齢者医療広域連合が独立した保険
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者となり、各医療保険の被保険者が75歳に到達い

たしますと、それまでの資格を喪失して、すべて

後期高齢者医療制度の被保険者となります。これ

に伴いまして、当市の国保では約5,800人の被保

険者が減少することとなります。

第２点目として、退職者医療制度の改正がござ

います。退職者医療制度は、一定の年数を被用者

保険の被保険者として経過した後に、国保に移動

した方々を対象とした制度であり、医療給付費に

つきましては、その方々の国保税と被用者保険か

らの交付金で賄うというものでございますが、こ

れまで74歳まで退職被保険者としていたものが、

改正後は65歳までとなり、一般被保険者へ資格変

更することになります。

第３点目は、一部負担金の改正でございます。

これまで３歳未満は２割負担、保険者から見ます

と８割給付ですが、少子化対策もあって、この対

象が小学校就学前まで拡大されます。また、70歳

以上の一般的な所得の高齢者につきましては、１

割負担から２割負担、保険者から見ますと９割給

付から８割給付となります。

第４点目は、メタボリックシンドロームに着目

した特定健診・保健指導が保険者に義務づけられ

ました。

以上が平成20年度からの制度改正の概略です

が、この改正によりまして、国保財政の歳入面で

は、被保険者の減少による税収の減及び退職者医

療への交付金の減が考えられます。

また、新たに65歳から74歳までの前期高齢者に

つきまして、保険者間の財政調整が行われるよう

ですが、その算定方法等はまだ示されていない状

況でございます。

次に、歳出面では特定健診・保健指導に相当程

度の費用が必要となることと、後期高齢者医療制

度への現役世代からの支援ということで、老人保

健拠出金にかわり、後期高齢者支援金が新たに始

まりますが、これにつきましても具体的な数値は

示されておりません。

また、診療報酬の改定につきましても、どうい

う改定になるか、まだ情報を得ていないところで

あります。

さて、ご質問の国保税の今後の見直しについて

でございますが、本年度までは医療費分と介護納

付金分の２区分で課税してまいりましたが、後期

高齢者支援金の納付が開始することに伴いまし

て、来年度からは後期高齢者支援金分を加えた３

区分での課税となりますので、国保税の構成が変

わるということでは、税条例の改正は全市町村で

必要となりますが、ではむつ市国保においては、

今年度より負担が重くなるのかということにつき

ましては、現時点ではお示しできる状況ではござ

いません。

いずれにいたしましても、財政調整基金がほぼ

底をついており、国保財政は非常に厳しい状況で

ありますが、今後厚生労働省等から詳細な数値が

示され次第、的確な財政見通しを立てて対処して

まいりたいと考えておりますので、ご理解賜りま

すようお願いいたします。

次に、庁舎移転についての１点目、財政状況と

の関連についてお答えいたします。さきに何名か

の議員にお答えいたしましたとおり、地方公共団

体の財政の健全化に関する法律、いわゆる再生法

制の制定により厳しい財政運営を強いられること

になろうとは思いますが、逆な見方をすれば、こ

の再生法制の成立により、財政の健全化がより透

明化、明確化されますことは私の政治姿勢に相通

、 。ずるものであり 有意義なことと考えております

庁舎移転後、仮に財政再生団体となったらどうす

るかとのご心配でありますが、夕張市はいわゆる

再建法制に基づく財政再生団体に移行いたしまし

たが、2024年度までの18年間で赤字を解消するこ

ととしております。
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その内容といたしましては、各種税率の引き上

げ、下水道、保育料及び市営住宅などの使用料の

値上げ、手数料の値上げ、職員の大幅な削減、職

員給与の引き下げ、災害復旧事業などの真に必要

な事業以外は実施しない等々の再建計画となって

おります。しかしながら、これまでにもお答えし

てまいりましたように、そのようなことにならな

いよう、平成23年度の赤字脱却に向けて着実に施

策を進めてまいります。

なお、庁舎移転に関しては、なぜ今移転が必要

になったのかというこれまでの説明の趣旨及び経

緯をご理解賜りたいと存じます。

、 。次に 住民との関連についてお答えいたします

まず、庁舎移転について住民合意があると考えて

いるのかということですが、今回の説明会を実施

したことをもって住民合意が得られたとは決して

考えておりません。施策を実施していく施政全般

について言えることと考えておりますが、この庁

舎移転に関しても、すべての市民が納得いくよう

な方向性を見出すということはかなり難しく、不

可能に近いと考えておりまして、それだけに段階

を踏まえ、わかりやすく市民に情報公開し、ご意

見をいただいた部分については真摯に検討し、お

答えし、市民の皆様の理解を積み上げていくとい

う地道な努力をしなければならないものと考えて

おります。

今回の説明会では、旧アークスプラザを庁舎と

してどのように整備していくのが適正かというこ

とよりも、その前提となることについてのご質問

が多々出されました。主なものを挙げますと、ど

の会場でも出されたものでは市が抱える赤字額、

借入額等から合併特例債を使用する財政的な問

題、市役所の位置条例の提出時期の問題がありま

、 、 、すし 個々の質問としては 説明会の開催の仕方

旧アークスプラザの耐震性、旧アークスプラザへ

の交通アクセスや新たな道路計画の問題、移転後

の維持経費の問題、電力会社から得た寄附金の問

題、産業の育成と雇用の問題、まちづくりの観点

からの中心市街地活性化との整合性、合併後の公

共サービスや医療の問題、分庁舎の利活用の問題

等多岐にわたっておりまして、今後カテゴリーご

とに集約し、質疑、回答をまとめ、できれば市政

だより等で紹介し、市民の皆様に情報を共有して

いただきたいと考えております。

次に、住民投票により判断を仰ぐ考えがあるか

ということについてでありますが、庁舎移転につ

きましては、地方自治法第４条により条例を提案

し、出席議員の３分の２以上の議員の同意を得る

という法手続が必要とされているわけでございま

すし、その住民投票の要求等については、その推

移を見守っていきたいというふうに考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（川端澄男） 教育長。

（牧野正藏教育長登壇）

〇教育長（牧野正藏） 横垣議員ご質問のスクール

バス待合所設置についてお答えいたします。

現在スクールバスは、むつ地区、川内地区、大

畑地区、脇野沢地区合わせまして10路線で運行し

ておりまして、むつ市全体で50カ所の停留所がご

ざいます。そのうち待合所は24カ所に設置してお

ります。待合所につきましては、むつ地区におき

ましては、路線バスの停留所のある待合所、そし

てまた市が設置したものを利用しているところで

ありますが、川内、脇野沢地区におきましては、

合併前より設置したものを随時更新し、使用して

いるところであります。

議員ご質問のとおり、来年度から７校の小・中

学校の統合に伴い、新たな路線として烏沢地区と

角違地区が追加されることになります。川内地区

の蛎崎、宿野部、桧川、大畑地区の小目名、関根

橋の５地区につきましては、現在既に中学生のた

めのスクールバスを運行しているところでありま
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すので、これを利用することで新たな路線は必要

ないものと考えております。しかし、地区により

ましては、待合所が１カ所も設置されていないと

ころもありますので、現在学校と地域の要望を詳

細に調査し、検討を進めているところでございま

す。

教育委員会といたしましては、児童・生徒の安

全確保を最優先したスクールバスの運行を図るた

め、可能な限り待合所を設置した停留所を原則と

しているところでありますが、市の財政事情及び

用地の確保が困難なところ、地理的に待合所の設

置が困難な場合もありますので、一気に整備を図

ることは難しいところがございますけれども、最

善の努力を図ってまいりたいと思っておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（川端澄男） 20番。

（ ） 。〇20番 横垣成年 再質問をさせていただきます

まず、第１点目のふれあい訪問事業についてで

ありますが、確かに答弁にあるように、大体12年

間実施した事業だと思います。12年間ですから、

やっぱりそれなりに市民に定着していった、そう

いう事業が2003年度で終了したということで大変

残念な事業だと私は思っております。ぜひ復活を

望みたいと思います。ちょっとお聞きしたいので

ありますが、これにかわる事業として、緊急通報

体制整備事業ということで平成19年度でも699万

7,000円という予算が計上されております。ある

新聞によりますと、この緊急通報システムが苦境

、 。に立たされていると こういう記事を読みました

これは、なぜかというと、各自治体が補助金だと

か財政負担から手を引いているというのが背景に

あるようでありますが、むつ市の場合はこういう

心配はないのかどうか、ちょっとそこを確認させ

ていただきたいと思います。

〇議長（川端澄男） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（佐藤節雄） お答えいたします。

ただいまの新聞記事の内容ですけれども、むつ

市は２種類のシステムがございます。１つは、旧

むつ地区が運用しておるのですけれども、警備会

社に委託をして、今の緊急通報システムを運用し

ていると。もう一つは、旧町村の部分が県の社会

福祉協議会が運用している安心電話というのを使

ってございます。その安心電話の記事が、いわゆ

る加入者が少なくなっているというふうに載せら

れておりましたので、そのことについてだと思い

ますけれども、市の場合は、今むつ市で統合して

おりまして、現実には安心電話よりも警備保障会

社のほうの緊急通報システムのほうが非常に便利

だというふうなことで、電波の届かない部分を除

いて、すべてそちらのほうの緊急通報システムに

移行している状況にあります。そして、その費用

は１人当たり大体3,927円１カ月にかかるわけな

のですけれども、それは全額市が負担しておりま

す。したがいまして、加入者の方には負担がない

というふうな状況にありますので、ご理解をいた

だければと思います。

以上でございます。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） 今の答弁で、電波が届かない

部分を除いてという話であったのですが、この電

波が届かない部分というのはどういう範囲にある

のでしょうか。それと、そのあたりには全くひと

り暮らしのお年寄りは住んでいないのかどうか、

そこのところをお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（川端澄男） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（佐藤節雄） お答えいたします。

電波の届かない部分なのですけれども、川内地

区、今現在６人おります。それから、大畑地区で

22名、それから脇野沢地区７名の35名、この方々

が電波が届かない状況にありまして、安心電話を

利用しているというふうなことでございます。

〇議長（川端澄男） 20番。
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〇20番（横垣成年） そういう安心電話とか緊急通

、 、報体制もやりながら 大変市民の中には根づいて

要望されている方の声も聞きますので、ぜひとも

私はふれあい訪問事業の復活を要望して次の質問

に移りたいと思います。

３点目の国保税についてであります。答弁にお

いては、今後の見通しは今示すことができないと

いうふうな答弁でありましたが、私は、再度市長

に当たっては、やっぱり市民の負担を求めないと

いう姿勢を確認したいと思います。

というのは、皆さんもご存じのように、この間

小泉内閣で増税法案をいっぱい通したという影響

で、2006年度には介護保険料の値上げ、これはむ

つ市の部分だけですが、１億7,290万円、それか

ら定率減税廃止によって１億5,000万円以上、障

害者自立支援法により、むつ市内のおよそ200名

の方に3,200万円の負担がかぶさっていった。例

えば国民年金保険料がもう毎年のごとく2005年か

ら値上げされて、2006年度でも280円アップされ

て一月１万3,860円、こういう形で増税され、

2007年度に入っても、当然定率減税廃止によって

１億7,800万円ですか、65歳の個人住民税非課税

措置の廃止による増税が こういう方たちに896万、

円、また国民年金保険料も今度は240円アップし

て一月１万4,100円です。ちょっと話は違います

が、厚生年金保険料ももう2004年度から毎年引き

上げられて、2017年度まで引き上げられる。こと

しは、厚生年金保険料のほうは840円、大体標準

報酬で月上がるそうであります。

こういう形で市民には多大な増税攻勢がかけら

れている。こういう中で、来年度、この国保税に

ついては引き上げはしないという立場の表明をぜ

ひとも市長にしてもらいたいなということでお考

えをお聞きしたいと思います。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 命と暮らしを守る横垣議員

の思いはわかります。しかしながら、やはり受益

者負担等々もあります。また、今ほどさまざまな

税がふえている、負担がふえているというふうな

ことは、私個人も重々感じているところでありま

す。しかしながら、その負担を避けて、市が今度

繰り出していくということも、これはまたなかな

かできないと、理論上できないということは、横

垣議員ご承知だと思います。やはりその部分にお

いては、受益者負担ということは、ある程度お願

いをせざるを得ないという立場でございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） 理解はできません。受益者負

担ということである程度はと言いましたが、先ほ

ど言ったように、今のむつ市民、大変な状況に追

い込まれている、そういう方が毎年のごとくふえ

ているという現状でありますから、ぜひとも宮下

、 、市政にあっては そういう方々に負担をかけない

そういう立場でこの国保税、収支の見通しを立て

てもらいたいなというふうに要望をしたいと思い

ます。

さて、庁舎の問題でありますが、ちょっと答弁

漏れがあったというふうに思うのです。私はもっ

と優先するべき事業があるのではないかとお聞き

したのですが、その点についてはお答えがなかっ

たので、その点について再度ご確認させていただ

きたいと思います。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 優先する事業、これはやは

り命を守ることが最優先事業だと、こういうふう

に私考えております。当然財政再建という大きな

課題もあります。しかしながら、その財政再建に

ついては、平成23年度で赤字解消計画を順調に進

めるべく一方では努力をしていかなければいけな

い。その優先する事業ということは、やはり私は

命を守っていくことが市長の立場でありますし、
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また行政の立場であると、このように考えており

ます。

これまでの一般質問の答弁の中でもお話をいた

しました。400人近い職員が現庁舎、耐震性が非

常に懸念される庁舎の中におりますし、また１日

。約1,000人程度の市民の訪れる建物でございます

その部分において、もし万が一、あってほしくな

いのですけれども、大きな地震がその勤務中、ま

たその庁舎の中で市民のあふれているときに地震

が起きた際、その命をだれが守るのかと、こう考

えたときには、私はやはり命最優先の事業を進め

ていかなければいけないと、こういうふうな思い

をしております。

また、昨日ちょっとお話をさせていただきまし

たけれども、旧アークスプラザの周辺は広大な駐

車場があります。その駐車場の中にはヘリポート

というふうな表示もされております。それらを使

って、やはり遠隔地の急病人、けが人を運ぶシス

テム、移送する、そして中核病院であるむつ総合

病院に搬送するというシステム、そういうふうな

。 、こともやはり考えていかなければいけない 私は

命を大切にする、それを最優先事業として考えて

いきたい、こう思います。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） その命を最優先するというこ

とで庁舎移転をするということであります。昨日

佐藤議員も主張しておりましたが、もしそうであ

るならば、やはりただちに、それこそ平成７年に

震度５には耐えられないという庁舎が判明したわ

けですから、ただちにそれは改修にかかるのが当

たり前なのではないですか。きのうの佐藤議員と

同じような質問になりますけれども。それほど命

を大切にするというのに、なぜそういうことをし

ないのか。きのうの佐藤議員に対しては、壁をつ

、 、くるのに 今市民課の待合室がさらに手狭になる

そういうふうな答弁があったけれども、そういう

400人の命が日々脅かされている、そういう状況

であるなら、まず第一にやっぱり改修を手がける

べきだと思います。これについてはどうでしょう

か。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 平成７年の耐震調査の結果

のお話でございます。私昨日もその部分について

は、その段階で私議員でございましたので、また

その後横垣議員は平成11年から議員だと思います

けれども、その部分において、私は自らの不明は

おわびいたしました。その部分で十分ご理解でき

るのではないかなと、こう思います。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） それは重々知っていながら話

しているのでありますが、今市長は市長という権

限のもとで庁舎を移転するということを判断して

答弁しているわけですから、それよりも今地震が

あったら危ない建物になっているわけでしょう。

であるなら、旧アークスプラザのほうに移転する

前に、今現在耐震のための改修工事を優先するの

が当たり前ではないですか。そうなのではないで

すか。そこをちょっとお聞かせ願いたいと思いま

す。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） この庁舎移転について、耐

震の部分については、非常に危険というよりも、

震度５強で非常に懸念のある建物だというふうな

ことは、もう職員はすべて承知しております。そ

の部分で、早く逃げなければいけないなという思

いはあろうかと思います。それはそれとして、例

えばここで仮に耐震上安全な建物にするべく改修

工事をすると、こうなりますと、かなりの部分が

間仕切りの壁によって、現在の職場の環境が、面

積が減少されるということになります。１階、２

階について、かなり間仕切りをしなければいけな

いという現状だそうでございます。私もこの部分
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においては説明会を通し、そしてさまざまな報告

を受ける中でそういうふうな認識を持ったところ

であります。その部分にとどめておきたいと思い

ます。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） きのうの佐藤議員に対する答

弁では、屋根の下の中３階というのですか、そこ

にかなり物を置いていて不安だということも言っ

ておりましたが、私はただちにそのものは別のと

ころに移動するという手もとるべきだと思います

し、そういうふうに不安な状況にありながら中３

階に物を置いているというのであれば、なぜそう

いうのを先に対処しないで、いつまでも上におも

しがあって怖い怖いというふうなことを言ってい

るのか、この考え方がやっぱりわからない。わか

りませんね。ですから、やっぱり危ないというの

であれば、ただちに手を打つ。先ほど手狭になる

とかいろんな柱の間に物をやらなくてはいけない

と。そういう状況であれば、ただちに手を打つの

が当たり前ではないですか。だって、あした地震

あるかもしれないし。そういう場合どうするので

すか、市長。市長がもう全責任とってしなくては

いけないということになりますから。だから、そ

ういう状況を防ぐためにも、あしたにでもそうい

う改修工事にはやっぱり取り組むというのが、そ

れこそ命を優先すると先ほど言ったのですから、

そういう立場にならなくてはいけないし、しかも

この庁舎移転は、市長は住民に説明をして、少し

その間隔があいてもいい、もう少し延びてもいい

ような考え方の答弁をしております。そういう意

味では、１年後になるか、２年後、はたまた３年

後になるかもしれない。そういう状況で今のまま

の庁舎でいくのですか。ただちに私は改修工事に

取りかかるべきだと思います。もし危ないのであ

れば、緊急に別なところにプレハブとか建てて、

やっぱりそういう対応をするべきだと思います

が、それこそ３年間今の状況で、もし３年後に庁

舎が移転するとすれば、３年間もこういう状況で

いくのですか。そこをちょっとお聞きしたい。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 昨日佐藤司議員にお話しい

たしました、３階がつぶれて、そして屋根をかけ

た２階の上の部屋、あの部分について今確認をい

たしましたら、少しずつ永久保存の書類等は片づ

けているということでございますけれども、かな

りこれまでの負荷が建物に来ているということで

ございます。

ただちに改修しなさいと。改修はしたいもので

ございますけれども、二重経費になるという考え

もあります。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） どこの自治体も結構庁舎改修

は市民のサービスを最優先にして、一番後回しに

してやっているという新聞記事をよく耳にいたし

ます。そういう意味では、私は先ほど優先するべ

き事業といったら、市長は命を守ることだと言い

ながら命を守らなくて、命が脅かされているその

本庁舎を今後３年間も放置する。やはりちょっと

この答弁、さっぱり意味がわかりません。それこ

そ優先するべき事業、私はそれ以外にもあると思

います。庁舎建設以外にも、先ほど国保税の基金

が底をついている、何とかやっぱり市民の負担を

軽くするために、そういう財源をつくらなくては

いけないと。また、介護保険料でも、払えなくて

大変な人々がふえている。そういう人々に手当て

する、そういう財源もやっぱり用意しなくてはい

けない。

また、市民体育館、かなり利用する方が多いの

でありますが、この改修も、また私は総合体育館

なりそういうものも大変市民は望んでいるのでは

ないかというふうに思います。また、ここの下北

文化会館の設備もかなり老朽化している。また、
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生活道路の砂利道も多いし、中心部に行っても側

溝が整備されていない、水があふれる、そういう

ところもいっぱいある。こういう中でやっぱり何

を優先するべきかということで、こういうのを放

置して庁舎を移転するというのは、私はやっぱり

許されないものではないかなというふうに思って

おりますが、いかがお考えでしょうか。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 現在の庁舎で不安に駆られ

ているような状況で職務をしているということ

は、私は就任まだ60日になるかならないかでござ

いますけれども、申しわけないなと。早く安全な

ところに、そして環境のいいところで行政サービ

スの向上のために頑張ってもらえるような環境を

、 、つくっていくのも また私の１つの職務であると

こういうふうに認識しております。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） 全く理解できない答弁であり

ます。

さて、その住民との関連について移りたいと思

います。私は住民投票によって判断する考えはな

いかというふうな問いを発したのでありますが、

宮下市長が議員時代、中間貯蔵施設の問題で住民

が住民投票をしようという、そういう動きがあっ

たとき、それが議会にかけられたときに、これは

平成15年９月定例会でしたか、否とするというふ

うな反対討論を行っておりました。ちょっと読み

上げますと 「住民投票の直接請求権の行使は、、

住民の基本権の発動であり、同時にそれは間接民

主政治の欠陥を補完するために認められているも

のであることは承知しております 、ちょっと飛」

ばして 「有史以来多くの流血を乗り越えて市民、

がかち得てきた民主主義の一つの手段である議会

制民主主義を守る立場から、住民投票条例案を退

けるものであります 、こういう形で反対討論を」

しておりましたが、こういう立場は今も同じであ

、 。るのかどうか ちょっと確認させていただきます

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 当時のその中間貯蔵施設の

際の私のその住民投票に関する考えは、今も同じ

教科書を持っております。

〇議長（川端澄男） 20番。

（ ） 、 、〇20番 横垣成年 さて また観点を変えまして

市長は今庁舎移転について住民に説明をどんどん

求めていくというふうな立場になっております

が、この住民の意見を酌み上げる作業、これはど

こまでやるのでしょう。どの時点で市長は、何を

、 、もとにして前に進めるか それとも立ちどまるか

そういう判断をするのでしょうか。そこのところ

とをちょっとお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 住民説明会の中でアンケー

トもとり、また住民説明会にご出席の方々の市民

の皆さんのご意見を聞いております。それから、

ホームページ等々で意見も公募しております。そ

ういうふうな形で、またこれまでお話をいたしま

したように、折々につけ、その住民説明会を開催

していきたいと、理解を深めていきたいと、こう

いうふうに考えております。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） 今の説明だと、もうただ進め

るというのが前提にあって、その中にただ住民に

入って説明をしていくという考えであるというこ

とで確認させてもらっていいですか。とにかく住

民に意見、例えば1,000人くらいの住民と対話し

て意見を聞いたと、その中で８割ぐらいの人がも

、 、 、う不安とか 財政問題だとか やっぱりそこら辺

理解できなくて、慎重だとか、見直しという意見

があったと。８割ぐらいの方がそういう立場であ

ったとしても、もう進めるという前提での説明と

いうことで立場は変わりはないということで確認

させてもらってよろしいですか。
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〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 議会のほうで土地の取得、

要するに庁舎移転、庁舎をそこにつくるというふ

うな形で議決をいただき、私当時議長でございま

したけれども、審議会の条例も通り、審議会の報

告を受け、そして設計費について議決をいただい

たという、私は議会での議決の重みを感じている

ところであります。

以上です。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） ただ、庁舎は先にありき、も

う移転するという前提での意見を聞くというわけ

ですから、そういう意味では幾ら庁舎建設を見直

ししてほしい、立ちどまってほしい、そういう意

見はもう無視するというふうな答弁であったと私

は理解したいと思いますし、そうとしか考えられ

ない。幾ら反対意見があっても、もはや庁舎移転

先にありきということであります、今の答弁であ

れば。そうとしか聞きようがありません。

市長は、それこそ７月の臨時会においては、き

のうの東谷良久議員も聞いておりましたが、まち

づくりの主役は市民であるということを第１に掲

げておるのです。その主役が８割方やっぱり見直

ししてほしい、立ちどまってほしいというふうな

意見があっても前に進めるということですよね。

そうやると、全然主役は市民でないのではないで

すか、これでは。どう思いますか。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 市民の代表である議会の中

で、私もそのとき議員でありましたし、その中で

粛々と議決をされ、この段階に至ったわけでござ

います。そして、私は政策として選挙戦でこの部

分、中間貯蔵施設の部分と、これは通告外の私の

、 、答弁になりますけれども 中間貯蔵施設の部分と

そして庁舎移転については、杉山市政を継続し、

完成させるというふうな形で立候補し多くの皆様

方から信任を受けているという重みを私は十分感

じているところであります 今後もその形で ま。 、「

ちづくりの主役は市民」であるというのは、ここ

まで決まった部分はしっかりと受け継いで完成を

させていくという姿勢の中で、やはりこの部分で

説明不足だったわけですから、その説明不足を補

い、そして皆さんがどういうふうな考えでこの庁

舎について思いを持ち、どういうふうな庁舎を望

んでいるのかということを肉づけしていくのも私

の役割だと、こういうふうに考えているところで

あります。

以上です。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） 私が住民投票についてお聞き

したときには、推移を見守るというふうな答弁で

ありました。ところが最初に冒頭にお聞きしまし

たが、直接民主主義が原則だから、住民投票は否

とするというふうな立場を今も継続しているとい

うことで、この庁舎問題については、ただ住民の

、 、意見を聞くだけで ８割方が立ちどまってほしい

見直してほしい、そういうふうな結果であったと

しても、市長は最終的にきちっとこの住民投票と

いう形で庁舎問題について住民の意思を確認する

考えはないものでしょうか。ここをちょっと確認

させていただきます。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 住民投票の件で推移を見守

るということで壇上で答弁をいたしましたのは、

これはあくまでも住民の権利の発動を今始めよう

とすると、その部分の段階で私は推移を見守ると

いうふうなことでございます。その市民の皆様方

の権利、これを私は何も阻害をするものではあり

ません。その権利の執行については、粛々と私は

その事務を見守っていくと、その方向を見守って

いく。推移を見守るということはそういうことで

ありまして、基本的な私の住民投票に関する考え
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方は、先ほど述べたとおりでございます。

それから、８割という根拠になれば、住民投票

をやれというふうなことになりますでしょうけれ

ども、その８割という根拠は私は承知しておりま

せん。その住民説明会の中でも、やはり何割とは

言いませんけれども、反対の声もありました。さ

かのぼって反対という声もありました。また、先

ほど壇上で申し上げましたように、さまざまな部

分で反対の声もありましたけれども、決してそれ

だけではないし、もっといいものをつくってほし

いという声もあったのも事実でございます。

以上です。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） 中間貯蔵施設の住民投票のと

き前の市長は、何か同僚議員が聞いたとき、住民

投票の結果が怖い、予測できない結果が生じるか

もわからない、したがってそういうことになれば

困るから住民投票をやっぱりやりたくない、こう

いう答弁をしたのがこの会議録に書いておりま

す。市長ももしかしたらこういう立場ではないで

すか。今住民投票というのは、長が発議したり、

議会が発議したり、住民がそういう意味で直接請

求、この３つの方法で住民投票というのは発議す

ることができます。そういう意味では、市長も発

議する権限があるのです。そういう権限を行使す

るつもりはないですか。

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 住民投票条例の発議につい

ては、横垣議員お見込みのとおりでございます。

私が先ほど述べました私の教科書には、そういう

ふうなことということでご理解いただけると思い

ます。

杉山前市長の発言の内容については、それは故

杉山前市長のお考えだと、こういうふうに考えて

おります。私がただいまとやかく言うことでもな

いし、感想を述べる立場ではございません。当時

の杉山市長の思いだったと思います。

以上です。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） 市長は、あいさつの中でまち

づくりの主役は市民だと言いましたけれども、そ

の市民のほとんどが反対したとしても、それはも

うただ意見を聞くだけで事業を進めるという立場

であることを私は知りました。

また、市長はこの主役という意味をどういう意

。 、 、味で使っているのか 今 日本の憲法というのは

主権が国民にあって、国民こそ主人公というふう

な立場になっておりますが、この憲法の言ってい

る意味の国民こそ主人公、主役、市民こそ主役、

そういうのとダブった形での意味でとらえてよろ

しいか、そういう形で市長は使っているものでし

。 。ょうか ちょっとそこを確認させていただきます

〇議長（川端澄男） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 今憲法論のお話をする場所

。 、 、ではございません ただ私は 主役ということは

有権者の皆様方によって信任をいただいて、今こ

の立場にいるということでご理解できると思いま

す。

以上です。

〇議長（川端澄男） 20番。

〇20番（横垣成年） ぜひとも憲法にのっとった市

政を市長にはやってもらいたいのでありますが、

その主役は市民、これは本当に憲法も国民こそ主

人公、主権が国民にあるということを明記してお

ります。そういう立場でぜひこの主役というのを

使ってもらいたいなというふうに思います。

また、選挙のときに信任されたという１万

7,000票以上、１万8,000票近くをとったというこ

とで、それをもって市長のその庁舎移転はもう住

民合意を、市民合意を得たというふうな答弁もあ

りましたが、私はそれはやっぱり間違いではない

かなというふうに思います。なぜならば、それは



- 247 -

庁舎だけの有権者の判断ではない、それこそ宮下

という人そのものの総合的な判断で市民が信任を

寄せたということの意味で私はとらえています。

ですから、改めて私はこの庁舎移転の問題につい

ては、やっぱり市民こそ主役というのであれば、

きちっと住民投票、これはもう国民こそ主人公を

掲げている憲法の基本になっておりますから、そ

ういう立場で取り組んでもらうことを期待いたし

まして、私の一般質問を終わります。

以上です。

〇議長（川端澄男） これで、横垣成年議員の質問

を終わります。

午後２時40分まで暫時休憩いたします。

午後 ２時２７分 休憩

午後 ２時４０分 再開

〇議長（川端澄男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎斉藤孝昭議員

〇議長（川端澄男） 次は、斉藤孝昭議員の登壇を

求めます。23番斉藤孝昭議員。

（23番 斉藤孝昭議員登壇）

〇23番（斉藤孝昭） むつ市議会第193回定例会に

当たり一般質問を行います。

本市の財政は、さまざまな施策を実行している

にもかかわらず非常に厳しい状況は全く変わって

いません。それは、行財政改革により生まれた財

源が新たな施策や事業へ充てなければならない、

いわゆる自転車操業となっているからだと私は考

えています。この状況から抜け出すためには、歳

入の確保、歳出の抑制しかありません。批判を受

けることを恐れては何もできません。今後さまざ

まな場面での苦渋の決断も必要となるでしょう。

むつ市発展のため、市長の強いリーダーシップに

期待し、住民が幸せな生活ができるよう心から願

うものであります。

さて、今回の質問は、１点目、財政再建に向け

た取り組みについて、２点目は、防災及び災害対

策について、３点目は、一般廃棄物の減量化とリ

サイクルの推進についての３項目についてであり

ます。

まず、財政再建に向けた取り組みについて、財

政再建計画及び赤字解消計画をわかりやすくつく

り直すべきではないかということであります。こ

の先少しずつ赤字が解消され、財政も健全化に進

むということは計画の数字ベースではわかりま

す。しかし、財政は生き物であります。さまざま

な要因が重なり、計画どおり進まないのは当たり

前、絵にかいたもちと言った方もいらっしゃいま

した。そこで、計画どおり進まない要因は何なの

か、計画以上に進んだ要因は何か、削減する事業

と金額は幾らなのか、計画以外に実施した事業と

金額は幾らなのか、表やグラフなどを活用し、市

民にもわかりやすい内容とすること、そして地方

債や債務負担といった将来の住民負担となる金額

など、財源の変化と将来の見通しについてもあわ

せて公表すべきです。

財政再建は、住民と行政が一体となって取り組

むべき課題であり、住民からの理解と協力、そし

て実行するための赤字解消計画をわかりやすくつ

くり直すことが重要です。市長のご所見をお伺い

いたします。

次に、補助金の考え方についてであります。財

政再建のための施策の１つに補助金の削減があり

ます。俗に補助金といっても国からの事業の補助

として交付されるものと、市が住民または団体へ

補助するものがあります。今回は、市が住民に対

し補助するものについて質問いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

この補助金は、市民が主体となって取り組む公
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益活動を行政が支援するという一面を持つと同時

に、市民と行政との協働を進めるための一形態で

あるということから、世間一般に認められている

ものであります。ところが、近年財政状況悪化を

理由に行政側からの一方的な削減や切り捨てが行

われています。このことは、市民活動の停滞をも

たらすものと同時に町全体の活気を失う要因にな

るのではないかと心配しています。新規交付する

、 、 、にしても 継続するにしても 削減するにしても

いずれにしろ一定の基準や約束を明確にし、公表

することが必要と考えます。補助金を交付する場

合の本市の考え方についてお伺いいたします。

次に、税源移譲で歳入構成が大きく変わったこ

とによる財政への影響についてであります。三位

一体の改革の目玉の１つに今年度実施された所得

税の減額と住民税の増額があります。この２つの

割合が変わっただけだと国は答えますが、本当に

そうなの、高くて払えない、払いたくても払えな

いというのが市民の声です。今後徴収率の推移や

来年度以降の滞納繰越分の徴収状況によっては、

財政への影響も考えられますが、税源が移譲され

たことによって市の財政へ与える影響と対応につ

いてお伺いいたします。

次に、防災及び災害対策についてであります。

私は、３年前のむつ市議会第182回定例会で今回

と同じ内容で一般質問をいたしました。それは、

新潟県中部で起きた地震災害での教訓を本市でも

生かすべきとの考えでありました。あわせて本市

も過去に地震により被災した地域であります。災

害は忘れたころにやってくる、備えあれば憂いな

し、のど元過ぎれば熱さ忘れる、すべて教訓から

生まれた言葉です。他人事とは考えず、防災また

は災害対策について真剣に考えるべきです。

そこで、防災計画はその都度見直すべきではな

いかということであります。むつ市地域災害防災

計画は、住民の安心安全を確保するための方針を

示すものであります。平成12年度に修正されて以

降、見直しがされていません。この間全国各地で

地震、台風などの影響による災害が多数発生し、

災害に対する備えや復旧、そして地域の連携や訓

練など、考え方や状況は急激に変化しています。

あわせてむつ市は市町村合併し、地域事情が大き

く変わりました。３年前の答弁では、機会をとら

えて見直しを図りたいとのことでしたが、早急に

見直すべきであります。市長のご所見をお伺いい

たします。

次は、避難場所となる施設の耐震診断と改修に

ついてであります。防災計画では、防災の拠点と

なる市役所、病院、避難所となる学校、体育館、

公民館などの耐震診断、耐震改修を実施するとあ

ります。阪神・淡路大震災以降避難所となる学校

を中心とした公の施設の耐震診断をし、不良の場

合は対策を講ずるよう国・県から指導を受けてい

るはずです。本市は、財政的な理由から、耐震診

断も耐震改修もしないとの答弁を３年前に受けま

したが、果たしてそれでいいのでしょうか。当時

言われた財政的な理由はわかりますが、計画的に

実施するよう要望したはずです。３年たって現状

はどのようになっているのでしょうか、避難場所

となる施設の耐震診断と改修の考え方についてお

伺いします。

次は、万が一災害が発生した場合に対応しなけ

ればならない備えについてであります。あるかな

いかわからない事柄に準備しておくことは大変手

間がかかることと思いますが、最低限水、食料、

毛布などを一定量備蓄し、万が一に備えている地

方自治体がふえています。本市の場合は、海上自

衛隊が近くにあり、緊急時の対応が連携されてい

るということはありがたいことでありますが、最

低でも分庁舎ごとに備えておく必要があると考え

、 。ますが 災害時の備えについてお伺いいたします

質問の３番目は、一般廃棄物の減量化とリサイ
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クルの推進についてであります。これまで我が国

日本は、大量生産、大量消費、大量廃棄という経

済社会構造のもとで便利な生活を営んでまいりま

した。その反面、温暖化やごみ焼却時に発生する

ダイオキシンなど深刻な問題も生じています。ご

みの発生を抑制し、資源を有効に再利用すること

で環境への影響が少ない循環型社会へ転換するこ

とが必要ではないかと考えを深くするものであり

ます。初めは、一般廃棄物を減量化するための本

市の取り組みについてお伺いいたします。

次に、ごみが市民の努力によって減った場合の

処理委託料との関係についてであります。ごみの

、 、処分委託は 下北地域広域行政事務組合の管轄で

アックス・グリーン・サービスへ委託していま

す。今年度からごみの量がふえたなどという理由

から、処分委託料が年約３億円増額されました。

負担割合があるにしても、むつ市にとっては厳し

い財政負担であります。ごみの量が減った場合、

処分委託料は減額できるのでしょうか。このまま

ごみがふえれば、黒石市のようにごみ袋を値上げ

し、市民負担増となる可能性を予測します。一般

廃棄物の減量と処理委託料の関係についてお伺い

いたします。

最後は、資源リサイクルについてであります。

一般廃棄物の減量化と資源リサイクルの推進は切

っても切れない関係にあります。リサイクルを積

極的に進めると、当然焼却処分するごみが減りま

す。そこで、このごみ問題に関心を持ち、資源リ

サイクルを積極的に行うための啓蒙活動をもっと

行うべきと考えますが、市長のご所見をお伺いい

たします。

以上で壇上からの質問といたします。

〇議長（川端澄男） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 斉藤議員のご質問にお答え

いたします。

ご質問の１点目は、財政再建計画及び赤字解消

計画をわかりやすくつくり直すべきということに

ついてでありますが、議員ご承知のとおり、当市

は赤字解消計画を策定し、赤字解消が着実に達成

できるよう施策を進めているところであります。

従来から当市初め各自治体が作成する各種財政計

画等について、わかりづらい、見づらいなどとの

ご指摘がありますことは、斉藤議員が申されます

とおりでありまして、いかに練り上げた計画でも

市民に理解していただけなければ、市民のご協力

は得ることができず、財政再建は困難なものにな

ると考えております。したがいまして、今後は市

民の視点に立って、要点を精査しながら、ビジュ

アルにグラフ等々を使って内容を具体的にわかり

やすくしてまいりたいと考えております。いずれ

にいたしましても、できるだけ早い機会に見直し

を行い、公表したいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

ご質問の２点目は、補助金の考え方についてで

ありますが、市の補助金については、むつ市補助

金等に関する規則により交付しているところであ

ります。この規則は、補助金の交付手続等を定め

ているものであり、補助の基準については、それ

ぞれの担当部署において要綱として定めておりま

すが、従来の制度、慣行等によって交付されてい

る現状が見受けられることから、毎年新年度の予

算編成方針時、補助金の整理合理化等についてと

して関係部署に通知し、補助金の適正化の観点か

、 、 、 、 、 、ら １ 補助金等の廃止 ２ 補助金の減額 ３

整理統合、４、補助対象の重点化、５、終期の設

定、６、補助率の見直し、７、運営補助から事業

費補助への切りかえと７つの項目を設け、整理合

理化を図っているところであります。

市全体の財政状況が非常に逼迫している中で、

補助目的が一応達成したものや、補助を継続して

も効果が乏しいもの、社会情勢の変化にそぐわな
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いものなどは補助そのものを廃止、さらには継続

する場合であっても、事業内容の見直しや効率化

を図ることで補助金の減額をお願いしているとこ

ろであります。

将来的には、各団体運営は自主、自立的な運営

が行われるようになってほしいとの観点から、団

体への運営補助から実施している事業に対する事

業補助へと徐々に移行してまいりたいと考えてお

りますし、現状ではすべての団体を対象とした一

定の基準づくりは困難であるとも考えておりま

す。しかしながら、今後とも補助金の適正な執行

に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

次に、税源移譲で歳入構成が大きく変わったこ

とによる財政への影響と対応についてのご質問に

お答えいたします。議員もご承知のように、平成

19年１月から実施された国から地方への税源移譲

により、個人住民税所得割の税率がこれまでの５

％、10％、13％の３段階から一律10％に統一され

ました。10％の内訳は、県民税分が４％で、市民

税分が６％になっております。この税源移譲によ

り市民税調定増額分は移譲前よりおよそ27％多い

４億1,000万円となっております。ご質問の趣旨

であります市民税の増額によって納税しなくなる

人が多くなり、税収が減って市の財政に影響を及

ぼすことになるのではないかとのご指摘につきま

しては、市といたしましても、議員同様に懸念し

ているところでございます。したがいまして、税

源移譲について少しでも理解を深めてもらうため

に、昨年度の早い時期から市政だより等による広

報に努めてまいりました。そして、平成19年度の

納税通知書発送後は、説明責任を果たすために納

税者からの問い合わせの際に説明資料を作成し、

納税額算出の根拠を詳細に説明するなどして理解

していただけるよう努力を重ねているところでご

ざいます。

また、市民税の納税が困難な方へは、納期の延

長、減免等、地方税法にのっとり適宜の対策を講

じて、できる限り急激な負担にならないように配

慮いたしております。納付前のこれらの対策のも

とで日々変動する税収を注視し、また詳細な分析

をもって納税状況の推移を把握しておりますが、

８月末現在の収納状況を見る限りにおいては、今

のところ昨年度と比べて大幅な変化は見えており

ません。しかし、収納状況につきましては、来年

５月の出納閉鎖まで変動することが常であります

、 、 、ので 今後とも景気動向を見きわめながら 適正

公平な徴収対策のもと、予算確保に向けて努力し

てまいる所存でございますので、ご理解を賜りま

すようお願い申し上げます。

次に、防災及び災害対策についてお答えいたし

ます。まず、第１点目の地域防災計画は、その都

度見直すべきではないかとのご質問であります。

斉藤孝昭議員は、平成16年12月のむつ市議会第

182回定例会において同様のご質問をされており

ますが、私から改めて答弁させていただきます。

平成17年３月に合併し、行政区域が県内一とな

りました新むつ市としての地域防災計画は、同年

４月から見直しに着手いたしました。平成18年度

には県の総合防災訓練の実施、新市における今後

の防災対策及び災害対策等の必要性にかんがみ

て、新たに防災調整課を設置したところでありま

す。

市地域防災計画は、昨年度から本格的に見直し

に入っているところでありますが、国の防災基本

計画及び県の地域防災計画との整合性を図ること

が前提条件であり、内容の修正も全体の約７割に

近い状況にあります。その中に掲載することとし

ている旧町村の最新データの収集、緊急避難場所

の見直し等に多くの時間を費やしているところで

ありますが、本年度中には自然災害編、それには

風水害編、地震編の改訂版を公表できるものと思
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っております。

また、今まで緊急避難場所としての表示看板が

設置されていなかった川内地区32カ所、脇野沢地

、 、区21カ所の場所の確認 確定が終了しましたので

間もなく工事に着工し、12月中には完了させるこ

ととしておりますので、あわせてご理解を賜りた

いと存じます。

次に、第２点目の避難場所となる施設の耐震診

断と改修についてのご質問にお答えいたします。

合併後における当市の地域防災計画に指定するこ

ととしている避難場所の施設数は115カ所となっ

ております。これを地区別に申し上げますと、む

つ地区は39カ所、川内地区は32カ所、大畑地区は

31カ所、脇野沢地区は13カ所となっております。

昭和56年に耐震規定の大幅な改正による建築基準

法が改正されましたが、これを区切りとして、当

市の115カ所の避難場所施設数を区別いたします

と、昭和56年以前に建築された施設は78施設、昭

和57年以降に建築された施設は37施設となってお

り、約７割弱が耐震基準の指針に照らして耐震性

に不安がある施設となっております。しかしなが

ら、各地区に適切な避難場所となる施設がないの

もまた事実でございます。

ご指摘の避難施設の耐震診断につきましては、

平成17年11月に耐震改修促進法が改正され、地震

防災対策上重要な施設となる学校の耐震化に関す

る規制が強化されたことに伴い、教育委員会にお

いては平成18年度に大湊中学校校舎及び屋内運動

場の耐震診断を実施しております。また、同年度

に大湊中学校を除く小学校及び中学校につきまし

ては、小・中学校耐震化優先度調査業務委託によ

り耐震診断が必要な学校の順位を調査しておりま

。 、す 学校を除くその他の避難施設につきましては

まだ手つかずの状況にありまして、財政状況を見

きわめながら検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、第３点目、災害発生時への備えについて

のご質問にお答えいたします。現在市では、緊急

時において浄水管理センター及び荒川水源地に設

置しております２カ所の配水池と第二田名部小学

校グラウンドに設置の緊急貯水槽１カ所の合計約

4,900立方メートルの浄水の備蓄を可能とする施

設を有しておりますが、非常食、毛布、生活用品

等を備蓄する倉庫といったたぐいの施設の整備な

ど、設置には至っておりません。防災備蓄倉庫の

必要性は認識しておりますが、整備する場合、施

、 、 、 、設の建設 備蓄品の定期的な更新 廃棄 処分等

多大な経費が必要となりますことから、現在の財

政状況では防災備蓄倉庫の設置は困難な状況にあ

りますことをご理解賜りたいと存じます。

近年は、多くの国民や全国の関係機関、関係団

体等から積極的な心温まる支援や援助の手が広が

りを見せている状況にあります。とはいえ、当然

のことながら、災害発生時においては、むつ市地

域防災計画に基づき市民の安心安全を確保するた

め、市の責務において避難所の設置、炊き出し等

による被災者の方々への食料供給等を実施するこ

ととなりますが、日ごろから自分の身は自分で守

るという意識のもと、有事に備え、市民一人一人

が各家庭や職場で有事の際必要とされている３日

分の食料を含めた非常食、生活必需品等の備蓄を

心がけることも必要であろうかと存じますので、

そのような啓発もしてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、一般廃棄物の減量化とリサイクルの推進

についてお答え申し上げます。まず１点目の一般

廃棄物を減量化するための取り組みについてであ

ります。ごみは、分ければ資源、まぜればごみと

言われますが、ごみの減量化のためには、住民意

識の向上と人的努力による地道な取り組みが必要

であると思います。また、その積み重ねが循環型

社会形成の一翼を担うものと考えております。当
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市では、ごみの有料化制度と資源ごみの分別を

16種類にするなどの方法をとっており、市民皆様

方はもとより、各町内会のご協力をいただきまし

て、ごみの減量化は着実に成果を上げてきており

ます。ちなみに、アックス・グリーンでの当市の

ごみ処理量は、平成16年度で２万8,608トン、平

成17年度では２万8,542トン、平成18年度は２万

7,826トンと着実に減少してきておりまして、分

別収集についての意識が定着しつつあるあらわれ

であると思います。

また、むつ地区におきましては、資源回収活動

の推進を図るため、資源ごみ回収奨励金制度を設

けまして、町内会ごとに資源ごみの集団回収を実

施しており、町内会よりご推薦いただきました

153名の方々にむつ市廃棄物減量等推進員を委嘱

し、世話役としてご活躍いただいております。な

お、この制度を初め各地区において取り扱いの異

なるごみの搬出方法等については、全市的視野に

立った検討を加えているところあります。今後と

もごみ収集カレンダーを毎戸配布したり、広報紙

等を活用して減量化推進の取り組みを実施してま

いりますので、ご理解を賜りますようお願いいた

します。

次に、２点目の一般廃棄物の減量と処理委託料

の関係についてのご質問にお答えいたします。ご

承知のとおりむつ市から搬出された一般廃棄物

は、下北地域広域行政事務組合の一般廃棄物処理

施設でありますアックス・グリーンに搬入され、

処分業務を委託された民間業者によって処分され

ております。そして、構成市町村は下北地域広域

行政事務組合が民間業者と取り決めた処分委託料

を負担金として下北地域広域行政事務組合に支払

うことになります。処分委託料は、固定費と変動

費を組み合わせた２部料金制をとっており、固定

費は人件費、修繕費、分析費、電気料金、燃料費

等、ごみ量の変化にかかわらず毎年度恒常的に見

込まれる費用を計上し、変動費は固定費以外の電

気料金や燃料費、副生成物処理費、資源化物処理

費等ごみ量の変動によって必要量等が異なる費用

を計上しております。

処分委託料に係る負担金の分布の方法は、固定

費については均等割10％、人口割10％、一般廃棄

物等搬入割80％、変動費については一般廃棄物等

。 、搬入割となっております 一般廃棄物の搬入量は

固定費の一般廃棄物等搬入割と変動費に連動する

ことから、処分委託料はさまざまな要素から構成

されていますので、むつ市の一般廃棄物の量だけ

が変動し、他の要因が変わらないと仮定すれば、

一般廃棄物の量が減ることにより負担金は減額と

なりますので、ご理解願います。

３点目は、資源リサイクルを積極的に行うため

の啓発活動をもっと行うべきではないかとのご質

問についてであります。資源リサイクルにつきま

しては、市政だよりによるＰＲや、各地区の町内

会長さんを初めむつ地区での廃棄物減量等推進員

のご協力を得ながら、瓶のキャップや栓を取り外

し、洗浄して出していただく等のルールを含めた

啓発活動に努めておるところであります。このよ

うな取り組みの結果として、平成17年度、一般廃

棄物市町村別リサイクル率ランキングで、県内で

第２位の評価をいただいているところでありまし

て、これを励みに、さらに積極的に啓発活動に取

り組んでまいりたいと思いますので、ご理解を賜

りますようお願い申し上げます。

〇議長（川端澄男） 23番。

〇23番（斉藤孝昭） 再質問しようと思っていろい

ろ考えていましたけれども、ヒアリングを余りに

も詳しくやり過ぎたようで、まともな答えばかり

だったので、なかなか再質問する項目が見つかり

ませんでしたが、私が今回定例会の一番最後の質

、 、問者ということで 先輩の議員さん方の一部では

もう最後、これで終わりというふうな方がいらっ
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しゃいましたが、私はまた勝ち上がってきて、い

ろんな施策を話ししたいと思っていますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

これで終わります。

〇議長（川端澄男） これで、斉藤孝昭議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（川端澄男） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

お諮りいたします。明９月13日は議事整理のた

め休会したいと思います。これにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（川端澄男） ご異議なしと認めます。よっ

て、明９月13日は議事整理のため休会することに

決定いたしました。

なお、９月14日は付託議案審議、議員提出議案

上程、提案理由説明及び審議、議員派遣を行いま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後 ３時０９分 散会
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